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「2007（平成 19）年度 神戸女学院大学 自己点検・評価報告書および 

大学基礎データ、大学評価結果ならびに認証評価結果」の刊行にあたって 

 
  
 本学では 2000 年度に自己点検・評価報告書が作成され、大学基準協会による相互評価を

受けました。7 年目に当たる 2007 年度の報告書をもとにこのたび 2 回目の評価を受け、大

学基準協会から「大学基準に適合している」との通知をいただくことができました。入学

定員の管理に関しましては勧告を受けており、この問題については改善策を講じていると

ころではありますが、3 年後にはその成果を報告できるように一層の努力をする所存です。

2000 年から 2007 年までの 7 年間に内外の情勢は大きく変化し、大学を取り巻く状況も一

段と厳しくなってきました。18 歳人口の減少、大学進学率の上昇、そして全入時代への突

入などです。その結果、大学間での志願者の争奪戦が激化し、基礎学力の低下なども深刻

になっています。このような状況において大学はその特色を明確にすることが問われてい

ますし、教育の質の保証とさらなる向上が求められています。教育の質の保証は一朝一夕

でなしうることではなく、日ごろから点検・評価を行いつつ、目標を立ててひとつずつ積

み上げていくべきことでしょうが、実際には日常の教育・研究活動や大学の運営にかかわ

る業務の遂行、そして目先の問題の解決に大半の時間を費やすことになり、抜本的な取り

組みはなかなか進まないのが現状です。 

 本学ではこの 7 年間に学部・学科の新設などの大掛かりな組織変更は実行していません

が、教育の理念を踏まえ、かつ世の中の動きをにらみながら、専攻やコースの新設、学科

名称の変更などを行ってきました。また、文部科学省の教育支援プログラムにも積極的に

応募し、計 7 つのプログラムが採択されました。すでに終了したものもありますが、終了

後も大学の予算を充て、これまでの取り組み内容を継続して実践しています。 

 7 年に一度の認証評価を受けることには多くの労力と時間を要しますが、大学のあらゆ

る部署や組織、そして教育・研究活動における問題点を浮き彫りにするとともに、今後の

方向性を確認するうえで今回の自己点検・評価は大きな意義があったと総括しています。   

 最後に、自己点検・評価作業に多大な時間と労力を注いで下さいました教員及び職員に

心からの感謝の意を表しますとともに、認証評価の実施にあたり、尽力をいただきました

大学基準協会の方々に深謝いたします。 

                        
                                2009 年 3 月 

神戸女学院大学 学長 川合真一郎 
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Ⅰ 序 章 

 



序章 
 
  
 本学では 1992年に自己点検･評価検討委員会を設置し、1995年には「自己評価中間報告」、

1997 年に「第一次自己評価報告書」をまとめた。また、1997 年に組織された第二次自己評

価委員会により、「自己点検･評価報告書 1998 年度」を、そして 2000 年 10 月には拡大自

己評価委員会により「自己点検･評価報告書―大学基準協会相互評価報告書―」が作成され、

大学基準協会による相互評価を受けた。その後、第 3 次自己評価委員会により「2004 年度 

自己点検･評価報告書」が 2005 年 7 月に作成された。2007 年度は 7 年に一度の基準協会に

よる評価を受ける年に当たり、本学では 2007 年 4 月より FD センターが中心となり、教員

および職員が執筆担当箇所を決め、全体での打ち合わせ会議や小グループごとの会合を重

ね、報告書の作成作業に取り組み、このたび作業を終了した。 

 前回、基準協会による評価を受けた 2000 年度から今日までの 7 年間において、大学を取

り巻く状況は大きく変化しつつある。18 歳人口の減少とそれに伴う大学全入時代の到来で

ある。また、大学･短大への進学率の上昇、とくに女子における上昇は顕著である。さらに、

全国的に大学生の基礎学力が低下していることも深刻な問題として指摘されている。        

 このような状況の中で、大規模校から小規模校まで、志願者の獲得競争が熾烈になって

いる昨今、各大学は教育理念を再確認し、その理念を具体的にどのように実践するかを明

瞭に示すことがこれまで以上に求められている。また、その理念にかなった学生を募集し、

入学させる方法について、すなわち入試制度の点検も私立大学では、近年とくに重要な課

題となっている。入学者のうち基礎学力が不十分な学生に対するリメディアル教育に加え

て、意欲的な学生の能力をさらに磨くためのオナーズプログラムも今後益々重要になると

思われる。10 年前に比べると教員および職員の仕事量は格段に増加している中で、教育の

本質をしっかりと見据えつつ、21 世紀を担う若者の育成に更なる努力が必要である。大学

を取り巻く状況の変化に対応した教育および研究をいかに進めるかは、恒常的に点検され

るべきことであるが、日常の業務に追われ、現実的にはなかなか難しいことである。この

たび、基準協会による認証評価を受けるために自己点検･評価報告書を作成することは、い

うまでもなく相当な時間と労力を必要とするが、目標と終了日程を定めて作業に取り組ん

だことの意義は大きい。すなわち、報告書の作成作業を通じて日頃は漠然と捉えていた大

学全体の長所、短所、問題点、課題などが浮き彫りにされ、今後優先的に取り組むべき事

柄を整理することができ、さらに中長期的な展望も開けてくるからである。 

 本報告書の作成に多大な時間と労力を注いでいただいた教員および職員にこの場を借り

て心からの謝意を述べたい。 

                        
                                2008 年 2 月 

神戸女学院大学 学長 川合真一郎 
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第 1 章 大学･学部等の理念･目的および 

学部等の使命･目的･教育目標 

 

 

大学全体 

1 理念･目的等 

(1)大学･学部･大学院研究科の理念･目的･教育目標とそれに従う人材養成等の目的の適切性 

[現状の説明] 

1875 年(明治 8 年)に二人の米国の女性宣教師により創立された神戸女学院は創立当初から

キリスト教主義、リベラル･アーツ教育（現在はリベラル･アーツ＆サイエンス教育と明示）お

よび国際精神・異文化理解の 3 つの柱をもっとも大切な理念･目的として女子の教育に当たっ

てきた。 

キリスト教主義教育を実践するに当たっては学院の永久標語である「愛神愛隣」のもとに以

下の取り組みを行っている。すなわち全学生必修のキリスト教学講義、毎日の礼拝、春の宗教

強調日や秋の宗教強調週間、クリスマス礼拝、年 1 回の学院全教職員対象のリトリート(退修

会)などである。また、入学式や卒業式などの主要な行事は礼拝形式で行われている。さらに、

教授会をはじめとする各種委員会では祈祷または黙祷がなされた後、開会されることが根付い

ている。キャンパス内に設けられている学生寮においても、週 1回、夕方に礼拝が行なわれて

いる。 

リベラル･アーツ教育は教養教育あるいは人間教育と訳され、職業教育の対語であるが、語

源的には自分の能力を自由に解放することを意味している。すなわち、限られた視野からの専

門家を養成する教育ではなく、相互に関連する学問領域を学ぶことによって広い視野を養い、

時代の変化に対応しつつ、ものごとを総合的に捉える思考力を育てる教育を意味する。したが

って、何でも知っている、いわゆる物知りを養成することとはまったく異なる。本学は小規模

ながらも文系、理系、芸術系の学部･学科を擁しており、リベラル･アーツ＆サイエンス教育を

実践することにふさわしい構成となっている。1991 年の大学設置基準の大綱化により、従来

の一般教養すなわち人文、社会、自然という科目群の枠が取り払われ、教育課程が各大学の裁

量に任されることになった。本学でも、1997 年に大幅なカリキュラム改革を行い、この 10 年

間に変更や修正を行いながら人間性豊かな人材の養成を目指して今日に至っている。 

国際理解について、従来は主として欧米の文化の理解と言語習得および留学による海外の大

学の体験を中心に各種の取り組みがなされてきた。2000 年 4 月に国際交流センターが設けら

れ、欧米以外の大学との留学制度も拡充され、広東外語外貿大学や韓国梨花女子大学との姉妹

校提携などアジア諸国との交流も活発化しつつある。また、2004 年に開設した大学院文学研

究科英文学専攻内の通訳コースと学部における英文学科の通訳プログラムは、同年度より英文

学科以外の学科生も受講可能な「通訳トレーニング法を活用した英語教育」のための全学的プ

ログラムとなり着実に成果を挙げつつある。 

上記の教育理念の実践において、本学では創立当初から少人数教育を重視し、実行して来た。

1 年次から、入門ゼミなどの名称で教員と学生との間の eye contact や face to face 
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interaction を図り、きめ細やかな教育を目指してきている。 

 

[点検･評価] 

キリスト教主義が大学における教育の営みの各所にいきわたっていることは、本学における

人間性豊かな人材の養成に寄与していると考えられるが、学生および教職員のチャペルアワー

への参加者数が少なくなり、また、教職員の中でのクリスチャンの数は現在では 20％未満で

あり、キリスト教主義を大学全体にさらに浸透させるためには何らかの方策が必要である。 

リベラル・アーツを教育の理念としている大学は多く、特に私立大学においてその傾向は強

い。現状の説明のところでも述べたように、リベラル･アーツ教育の目指すところは大学教職

員および学生がおおよそ理解できる。しかし、どのように実践するかにはさまざまなあり方が

あり、また、実践した結果、在学生、卒業生にどのような効果をもたらしたかを評価すること

は容易ではなく、専門教育の実践よりもはるかに難しいと捉えるべきであろう。教員ひとりひ

とりが、学生に対して、講義や実験･実習、セミナーなどを通じて「教養を身につけるとはど

ういうことか、大学は知識を吸収し一定程度の技術を習得することだけに終わるのではなく、

学び方を身につけるところであり、他者を思いやる心をいっそう磨く場である」ことを日常的

に語りかける姿勢が重要であろう。本学においては、少人数での双方向型の授業や個別指導を

通してこれに努める同窓生を含む教職員が多くいることは長所である。 

国際理解はいまや特別な用語ではなくなり、大学の講義等だけでなく、海外留学や海外から

の留学生を迎えたり、海外語学研修等、観光旅行を含め、いろいろな場面で異文化に接するこ

とが多くなってきた。国際理解のために、語学の習熟は必須であるが、諸外国の歴史･文化と

セットにして学ぶことはいっそう重要となる。その意味で、外国へ留学することだけでなく、

諸外国からの学生を受け入れ、本学でともに学ぶことをさらに充実･発展させるような体制作

りが必要となっている。 

 

[改善方策] 

大学への進学率が上昇傾向にある中で、目的意識を明確に持って入学する学生の比率は全体

の3分の1とも言われている。大半の学生は大学に入学した後で方向性を見出そうとしている。

また、大学入学時の基礎学力にかなりの差があることも周知のことである。したがって、本学

においても、在学中および卒業時に学生の満足度と充実感を高めること、基礎学力不足の学生

のためのリメディアル教育や導入教育を一層充実させることを展開中であり、また、意欲的な

学生の能力をさらに伸ばすためのオナーズプログラムなどを現在部分的に展開しており、全学

的な試みとしても検討中でもある。2007 年度後期からスタートした全学的な副専攻プログラ

ムも学科横断的に幅広く、かつ専門性も組み込まれた学習プログラムであり、GPA に基づく一

定レベル以上の学生による少人数制をとり入れた、決め細やかな指導体制で、意欲的な学生の

能力アップを意識した取組である。これは 2007 年度の現代 GP において「女性のライフステー

ジに応じたキャリア教育」として採択された。この取組は本学の教育目標にふさわしい人材養

成を現代のニーズに即して展開しようとするものであり、始まったばかりのこの全学的プログ

ラムを今後いかに具体的に推進していくかが課題である。 
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(2)大学の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 

[現状の説明] 

本学の理念･目的･教育目標等は大学案内、入試要項、学報（学院広報誌）、Vistas（学生や

教員の活動紹介広報誌）において学内外に周知し、講義、ゼミ、実習、実験、卒業研究などあ

らゆる機会を通じて学生に語りかけているが、それ以外にもいろいろな行事を活用していっそ

う周知することを心がけている。特に 1 年次の学生においては入学式後の 1 週間の間に行なわ

れる各種ガイダンス、オリエンテーションにおいて、キリスト教主義およびリベラル･アーツ

＆サイエンス教育に関する説明を行っている。さらに、入学後の比較的早い時期に実施される

各学科の泊りがけのフレッシュマンキャンプにおいても理念･教育目標について説明やグルー

プ討議が行われる。 

教育理念の一つの柱である国際精神・異文化理解に関しては、講義の中で取り上げられるこ

とはもちろんであるが、国際交流センターや学生生活支援センターおよびキャリアセンターが

中心となって、留学、夏季休暇中の語学研修、海外インターンシップに関するガイダンスを行

っており、英語圏だけでなく東南アジア諸国との交流と異文化理解のプログラムが増加しつつ

ある。また、学生と留学生の交流と英語運用能力の実践の場として、English Zone を置いて

いるが、ここで行われる英語圏の慣習に則った各種行事の案内はポスターやビラで学内に掲示

して学生へ知らせている。 

なお、本学の教育が目指していることや教育内容や諸活動については、学生だけでなく社会

に向けてホームページも活用して周知を行っている。 

 

[点検･評価] 

教育の理念･目的･教育目標等はあらゆる機会をとらえて学生に周知する努力を行っている

が、教職員が意図していることがどこまで学生に浸透しているかを評価することはたやすくな

い。卒業生の社会での活躍ぶりなど、第三者による評価を把握する方策も必要であろう。本学

卒業生の就職力をマスコミが掲載する就職ランキングから見ると、ある程度は本学の卒業生の

知力や人間的魅力を評価できるが、それだけでは十分でない。学生自身が大学で学んだことを

地域の一般市民に公開することも始めているが、今後一層推進すべきと考えている。 

 

[改善方策] 

教育の理念や目的等を学生に周知させるにあたり、本学のような小規模校で、なおかつ少人

数教育を実践している大学は有利であるが、どこまで周知徹底できているかは日常的に検証す

ることが重要であろう。そのためには既存の委員会、たとえばキャリア教育委員会、教務委員

会、学生主事会などを活用し、努力を重ねていくのも一つの方策と考える。 
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2 健全性、モラル等 

(1)大学としての健全性・誠実性、教職員及び学生のモラルなどを確保するための網領等の策定

状況 

[現状の説明] 

セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントおよびパワー・ハラスメントにつ

いては防止ガイドラインを策定、または検討中である。セクシャル・ハラスメント防止ガイド

ラインは学院の構成員全てを対象として 1999 年 4 月から施行されているが、2002 年 3 月に全

面的に改訂され、その後、さらに検討を加え、不備な箇所の点検を行い、2007 年度中に改定

作業は終了する予定である（2007 年 10 月教授会承認）。アカデミック・ハラスメント防止ガ

イドラインは大学の教職員、学生を対象として 2006 年度に策定し、施行されている。また、

パワー・ハラスメントについては現在、防止ガイドラインの策定に向けて作業を開始している。 

教学としては、全学生必修科目の「キリスト教学」や共通選択科目として各領域の専門家講

師によるリレー方式授業である「女性学」「人権論」を開講しており、学生のモラル意識を高

める一助としている。 

また、人権教育委員会が早くから設けられており、この委員会主催による教職員対象の研修

会が少なくとも年 1 回は開催されている。さらに、この委員会や女性学インスティチュート主

催の学生、教職員対象の講演会もそれぞれ年 1 回開催されている。 

 

[点検･評価] 

各ハラスメントの防止ガイドラインは実際に運用した段階で、不備な箇所が明らかとなるこ

とがあるため、その都度見直しと改訂が必要である。 

各ハラスメントの防止ガイドラインを運用することがないように、すなわちハラスメントが

生じないように、日常的に研修会等を開催し、注意を喚起することが重要である。本学では、

1 年に複数回、外部から講師を招いて研修会を開催しており、教職員の積極的な参加を呼びか

けている点は評価できる。 

しかし、参加者は、毎回限られたメンバーになってしまっている実情は問題である。特に、

人権教育に関する研修会では、開催時期が年間諸行事の関係から 3 月の学年度末になるため参

加教員がきわめて少ないという問題がある。 

 

[改善方策] 

各ハラスメントの防止ガイドラインの内容、手続きなどは共通する部分が多いため、近い将

来は 3 つの各ハラスメント防止ガイドラインを 1 本化する予定で作業を進めている。 

各研修会への参加者が限られているという実情については、特に問題が生じていない状況で

あるとも受け取れるが、社会一般が人権意識、ハラスメント意識が高まっているなか、「防止」

への意識を再確認するためにも、開催時期を工夫し、例えば全学教授会に引き続き開催するな

どの方策も考えなければならない。 
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文学部 英文学科/総合文化学科 

1 理念・目的等 

(1)大学・学部・大学院研究科の理念・目的・教育目標とそれに従う人材養成等の目的の適切性 

文学部では、大学全体の教育理念（キリスト教精神、リベラル・アーツ＆サイエンス、国際

精神・異文化理解）をもとに、人文社会諸科学の幅広く深い知識と、高度な国際的対話能力と

を身につけ、主体的に考え行動する人材を育成することを教育目標とする。文学部には、英文

学科と総合文化学科の 2 つの学科を置き、それぞれ以下のような理念・目的・教育目標とそれ

にしたがった人材養成の目的を定めている。 

 

英文学科  

[現状の説明] 

英文学科は、愛神愛隣の建学の精神のもと、英米文学、英語研究、グローバル･コミュ

ニケーション（GC）の 3 つの専門コースの教授ならびに研究を通して、本学の掲げるキリ

スト教精神、リベラル･アーツ＆サイエンス、国際精神･異文化理解を培い、変化していく

社会のなかで積極的に自らの使命を追求し貢献していく人材を送り出すことを目的として

いる。すなわち、広い視野や柔軟な思考力、健全な判断力をもち、共生と調和を目指して

自立的かつ持続的に働くことができるスキルや豊かな価値観をそなえた女性の育成である。

また英文学科ではそのために特に高度な国際対話能力を有した英語コミュニケーション能

力の養成をその使命としている。 

 
[点検･評価] 

2001 年度よりグローバル化する社会に対応するよう、従来文学と英語学中心であった英

文学科の教育に、GC コースとして異文化コミュニケーションの分野を設置し、現代社会に

ついての知識を広く学ぶとともに、実社会に直結するスキルを養成するという新しい目的

を組み入れた。また、英語能力の養成においても、2003 年度から通訳プログラムを導入し、

実用性にも配慮しつつ、高度な国際対話力を持った英語コミュニケーション力養成をその

目標とした。この目標を果たす一助として導入した通訳トレーニング法を用いたインテン

シブな英語能力強化プログラム（2004 年度現代 GP 採択取組「通訳トレーニング法を活用

した英語教育」）は、「英語で仕事ができる日本人育成」として文部科学省の高い評価を受

けている。またこのプログラムは、学生のキャリア意識や社会貢献への意識を高める目標

にも貢献しており、そのことは海外を含む大学院への進学や高い就職率に反映されている。

このように、本学科の教育理念に適った人材養成を成すことができており、その目的は適

切と言える。 

以上のような GC コースや通訳プログラムの設置によって、その教育目的は大きく社会

のニーズに直結し、本学科のカリキュラムに対する学生の満足度も向上したことは長所で

あろう。 

問題は（これは本学科だけの問題ではないが）入学者の多様化により、そもそもの学習

意欲や動機を欠いた入学生が増加していることであろう。導入教育を持って対応している



 

が、今後その数がさらに増加すれば本来の教育目標の達成が困難になるため、より一層の

工夫が必要になることは自明である。 

一方で、大変意欲的な学生には別な問題もある。すなわち新目標により、インテンシブ

な英語力の向上プログラムを導入したり、あるいは学際的に提供される科目を多く設定し

たりしたために、専門的知識をより深めることを希望する学生にはその種の科目の提供の

機会が減ったことである。キャリア形成に照準を合わせた教育目的は、最近の大多数の学

生や社会の要請に応えるものとして有効であるものの、大学本来の専門知識を深める目的

の達成にも配慮をする必要がある。 

 
[改善方策］ 

きわめて意欲的な学生のためには、より深く学ぶことができるような体制作りとして、知

識のより深い探求を目的とした専門分野に関するオナーズプログラムを設置することを検

討する。また昨今の学生の資質の問題については、全体としての質を維持するために入学

定員の制限など大学規模での対応が必要であろう。本学科では、毎年望むべき学生数と学

生の質の確保のために、予想入学者数の抑制を要望することによって、改善方策の 1 つと

考えているが、これは学院経営にも関連することで難しい問題である。 
 
 

総合文化学科 

[現状の説明] 

総合文化学科は、本学の建学精神･理念･目的に沿いながら、次のような課題に応えるために、

1976 年に開設された。(1)高等教育の大衆化による学生の関心や要求の多様化に対応すること、

(2)専門分野の細分化による知識の断片化と個別分野の閉鎖性を克服すること、(3)グローバル

化の進行の中で世界の平和と福祉の実現に貢献すること、(4)高度情報化時代における知識の

質量の変化に対応すること、(5)国際理解と異文化交流をいっそう推進する役割を担うこと。

こうした課題に応えるべく、従来は西洋文化･思想系、日本文化系、社会研究系の３つの系を

設けて学科の教育課程を編成してきた。2001 年度からは、3 つの系による教育課程を再編し、

現代国際文化コース、日本･アジア文化コース、人文ヨーロッパ文化コース、現代社会･福祉コ

ースの 4 つのコースを新設した。3系制から 4コース制への移行に伴い、学生は 3 系制の時よ

りいっそう、主体的判断に基づいて自由に科目を選択し、自らの学習プログラムを構成できる

ようになった。そうした学生の側に要求される自主性を開発し、高等教育の主体的な学びを実

践するため、本学科のゼミ編成が 2003 年度より改革された。従来は、1 年次にワークショッ

プ、2、3 年次に文献研究ゼミ(Ⅰ)(Ⅱ)、3、4 年次に専攻ゼミ(Ⅰ)(Ⅱ)という編成であったの

に対し、1 年次に基礎ゼミ、2 年次に文献ゼミ、3、4 年次に専攻ゼミ(Ⅰ)(Ⅱ)という編成に改

められ、1年次から 4 年次まで全学年で専任教員によるゼミの開講が実現された。 

総合文化学科は、上記の４コース制の幅広い自主的な勉学と全学年次ゼミの少人数教育を適

切に組み合わせつつ、広い視野をもち自主的に考え行動できる人間の育成をめざしている。ま

た、コースごとに次のような教育目標と人材養成等の目的を掲げている。「現代国際文化コー

ス：国際社会で活躍できる人材を育てる」、「日本･アジア文化コース：世界へ向けて日本文化
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の情報を発信できる能力を養成する」、「人文ヨーロッパ文化コース：時代の流れに翻弄されな

い感性と知的飛翔力をもった女性を育成する」、「現代社会･福祉コース：福祉･教育等の現代社

会の分野で活躍できる人材を育成する」。 

さらに、幅広い分野の総合的な教育による人材育成に加えて、精神保健福祉士、社会調査士、

日本語教員、社会科教員免許等の資格取得のカリキュラムを設置し、実践的な職業人を育成で

きるよう、系統的専門教育と実習等にも力を入れている。 

 
[点検･評価] 

総合文化学科では、複雑化する現代社会と学生の多様化に対応し、多様な 4 コース制にお

ける自主的な総合教育と専任教員担当の全学年次のゼミによる系統的教育を実践しているが、

それらは本学のキリスト教主義、リベラル･アーツ＆サイエンス、国際精神･異文化理解の教育、

少人数教育の理念・目的に適合するものである。また、広い視野をもち、自由な心と自主独立

の思考力・行動力をもった女性を育成する学科の目的も、近代社会にふさわしい社会的に自立

した女性を養成しようとした本学の建学の精神に沿うものである。さらに、精神保健福祉士、

社会調査士、日本語教員、社会科教員免許等の資格取得のカリキュラムに基づく教育目標と実

践は、現代社会における女性の職業への関心と要求に応えようとするものでもあり、経済的に

も自立できる女性を育成する本学の建学の精神･目的に適合するものである。このように、本

学科の教育理念･目標と人材養成の目的は、近代社会における女子の新しい高等教育をめざし

た本学の建学の精神と人材養成の目的に沿うものであり、適切であると言える。 

 
[改善方策］ 

前述のように、総合文化学科は、4 コース制の自由な総合教育と全学年次開講のゼミにお

ける少人数教育を程良く組み合わせると同時に、各種の資格取得のカリキュラムによる実践的

で系統的な教育も試みている。それらの教育実践を通じて、広い視野をもち自主的に考え行動

できる女性の育成をめざしているが、近年における社会のさらなる複雑な多様化と学生の関

心･学力･学修への姿勢などの動向を考えると、再検討し改善すべき点も少なからずある。他の

項目でも取り上げるが、人文社会諸科学の自由な幅広い教育と系統的で実践的な専門教育を掲

げているものの、今後は学力と学習意欲が不十分な学生が増える可能性もあるから、学科の教

育目的の両輪が上手くかみ合うように工夫するか、あるいは、両輪のいずれかの教育目的を重

視する制度に改革する等、本学科における話し合いと検討が改善への方策である。しかし、本

学は小規模大学であるから、学科だけでなく全学的立場からも議論し、改革･改善に取り組む

べきことでもある。 

 
 (2) 大学の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 

英文学科 

 [現状の説明] 

英文学科では、前述した理念・目的・教育目標をもとに構成されたカリキュラムを通し

て、また日々の授業を通して、本学科の理念・目的・教育目標の周知に努めている。また

受験生に対しては、大学全体の広報誌、学科独自のパンフレットやホームページによって
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それらを広く広報している。 

そのほか、授業外の行事や活動の実施（それぞれの専門コースが回り持ちで毎年開く英

文学科の学会や講演会、フレッシュマンキャンプ、オリエンテーション、2 年次、3 年次の

コーヒーアワー、オープンキャンパスにおける学科相談会など）を通して、学科の目的を

有効に周知する工夫をしている。 

 

[点検･評価] 

英文学科においては、現代社会に対応した教育改革の必要性を認識し、その理念と教育

の姿勢の周知にも留意し、学科教授会においてその方法などの検討を継続的に行っている。

また学科独自で発行しているパンフレットやホームページの作成においては、様々な分野

で活躍中の卒業生を継続的に紹介するなど、周知が有効となるよう努力している。 

その他、近年ますます依頼の多くなった高等学校での出張授業や学科説明会でも、本学

科の教育目標や主旨の周知に努めている。 

 

[改善方策］ 

現在、その効果を維持向上させるべく、さらに点検を重ねていく過程にある。 

 

 

総合文化学科 

[現状の説明] 

本学の理念･目的･教育目標等は、受験生向けの雑誌やパンフレット類や大学のホームページ、

ならびに在学生に配布される学修便覧やハンドブック類にも掲載されており、受験生には入試

広報の形で周知に努めているのに対し、在学生には入学式から卒業式までの学校行事と普段の

授業の中で、いろいろな方法で説明･周知されている。同様に総合文化学科の理念･教育目標も、

本学の理念･教育目標と併せて広報･説明･周知されている。学科独自の周知方法としては、入

学時における学科のオリエンテーション、ガイダンスやフレッシュマンキャンプ、1 年次の基

礎ゼミや 2 年次の文献ゼミにおけるゼミガイドラインに沿った教育指導を挙げることができ

る。こうした入学時から 2 年次までの様々な場面で専任教員が少人数の学生を対象にして、学

修便覧やハンドブック類を使って大学と学科の教育理念･目的を説明している。総合文化学科

で作成し学生に配布している『総文でいかに学ぶか』、『知の贈りもの』、『岡田山論集』（卒業

論文集）には、学科の教育理念･目的･方法等が盛り込まれており、基礎ゼミや文献ゼミの中で

学科独自の教材や参考文献としてくり返し活用されている。さらに、3 年次からの専攻ゼミに

おいても、担当教員が使用する専門書ともども、上記の 3 論集等を教材や参考文献として随時

活用している。 

 

[点検･評価] 

本学と総合文化学科の入試広報に接する過程で、大学･学科の理念･教育目標等に共感する受

験生が入学すれば、入試広報は効果的な周知方法になっているものと評価できる。入学後は、
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入学式から卒業式までの学校行事において学長や役職者が挨拶等を通じて在学生に大学の理

念･教育目標をくり返し訴えることにより、効果的に学生の記憶に刻み込まれていく。在学生

が日常的に使用する学修便覧やハンドブック類に掲載されている本学の理念･教育目標に関し

ては、これらを開くたびに目に触れることで学生は慣れ親しんでいくだろう。こうした大学全

体の周知の方法は有効なものであるが、総合文化学科の教育目標等については、現状の説明で

取り上げた学科のオリエンテーションやガイダンスにおいて全員に向けてのメッセージの形

で訴えかけると同時に、基礎ゼミや文献ゼミにおいて専任教員が『総文でいかに学ぶか』、『知

の贈りもの』、『岡田山論集』等を活用しながら、少人数教育を実践する過程で個々の学生の記

憶と身体に刻み込まれていく必要がある。節目の行事と普段の授業、挨拶等の口頭と便覧等の

出版物によるメッセージ、パソコンや携帯における大学のホームページの画面等々、多種多様

な周知方法が組み合わされることによって、有効な周知方法になっているものと評価できる。 

 

[改善方策］ 

本学と総合文化学科の理念･教育目標等の周知の方法は、前述のような多種多様な方法を組

み合わせることによって効果を発揮して有効なものになっていると評価できるが、何よりも大

切な点は、学校行事や授業等の中で学生が充実感と達成感を得ることである。したがって、周

知の方法は、学生が理念･教育目標を体感できる学習と一体のものと考え、大学全体と各学部･

学科が連携しつつ、引き続きより良い教育内容と方法を考案し実践することが、改善への方策

である。 
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音楽学部 音楽学科 

1 理念･目的等 

(1)大学・学部・大学院研究科の理念・目的・教育目標とそれに従う人材養成等の目的の適切性 

[現状の説明] 

音楽学部は本学の教育理念･目的をもとに高いレベルの芸術教育を行い、個性と才能の豊か

な学生を育て、音楽･舞踊文化の発展と社会への還元･寄与することを教育目標としている。

2000 年度に大学院音楽研究科が開設され、また 2006 年度から音楽学科舞踊専攻が開設される

等、教育内容はさらなる深まりと広がりを見せている。 

近年は、演奏活動を目指す人材養成に加えて音楽会企画等を専門的になし得る人材育成も視

野に入れて、学生によるアウトリーチ活動にも力を入れている。この活動への指導と実践の取

組は 2005 年度の特色 GP に「音楽によるアウトリーチ」として採択された。 

 

[点検･評価] 

卒業生には欧米等に留学してさらなる研鑽を積むものや、海外のサマースクール等に学ぶ者

が多いが、勿論国内で研究･演奏活動を続けている者も大勢いる。本学部の人材養成は、この

ように音楽芸術のより発展的な研究を目指す卒業生が続出していることからも、教育目標に従

って適切に行われていると考えられる。 

本学が掲げるリベラル･アーツ＆サイエンス教育の実践は、音楽学部学生の専門分野の能力

開発と、全人的な形成に有効に働いているが、科目数の多さが人件費の増大を招いている。カ

リキュラムのスリム化を図らねばならない。 

 

[改善方策］ 

人件費削減を念頭におきながら、人材養成目的によりふさわしいカリキュラム論議をより

強力に推し進め、実行力のあるものとしたい。 

 
(2)大学の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 

[現状の説明]  

学生の入学当初のガイダンス、またフレッシュマンキャンプ等において、本学の建学精神を

表す学院標語「愛神愛隣」などの周知に努めると共に、学生に実践を促している。一方、カリ

キュラムには豊富な共通科目群や音楽専門科目群が設定されており、学生の興味と必要に応じ

て履修できる体制が整っている。 

学外に対しては、大学案内、入試要項他、大学全体の広報誌やホームページにおいて示すと

ともに、学科独自のパンフレットによって広く周知に努めている。 

 

[点検･評価] 

前述の周知方法に加えて、例年の定期演奏会、各種コンサート、本学を会場とするアウト

リーチの催し、初年度を終えた舞踊専攻生の発表会等の開催にあたっては、広報ビラを作成し、

大学内外に案内し、本学部の人材養成の目的に基づくところの教育成果の周知に努めてい



 

る。 

 

[改善方策］ 

今のところ、特に改善の必要はないと考える。 
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人間科学部 心理･行動科学科/環境・バイオサイエンス学科 

1 理念･目的等 

(1)大学･学部･大学院研究科の理念･目的･教育目標とそれに従う人材養成等の目的の適切性 

人間科学部では、大学全体の教育理念（キリスト教精神、リベラル・アーツ＆サイエンス、

国際精神・異文化理解）をもとに、人間と社会、人間と自然とのかかわり方と科学的、合理的

に考察できる人材を育てることを目的としている。学部の教育目標は、地域社会との連携した

教育を行い、人間の心と行動を人間関係と社会との繋がりの中で理解させ、自然、環境及び生

命科学を実証科学的立場に立って理解させることである。人間科学部には、心理・行動科学科

と環境・バイオサイエンス学科の 2 つの学科を置き、それぞれ以下のような理念・目的・教育

目標とそれにしたがった人材養成の目的を定めている。 

 

心理・行動科学科 

[現状の説明] 

心理･行動科学科は、2005 年度の人間科学部の改組により、人間科学科人間行動科学専攻を

もとに新設された学科である。心理学を中心とする本学科では、大学全体のキリスト教主義、

リベラル･アーツ＆サイエンス、国際精神･異文化理解という教育理念をもとに、学科独自の専

門教育を通しての教育目標を以下のように設定している。すなわち、人間の心や行動を理解す

ること、そのために身近な人間関係や社会の問題を分析的にとらえること、そして、対人関係

を円滑にすすめ、サポートできる技能を身につけることである。このような教育目標にそった

教育を行うことで、一人の人間として社会の中で人生を着実に歩み、また、多様な人々と共生

するための知性と感性の涵養が可能になると考えられる。それは、本学の建学の精神である「愛

神愛隣」と合致するものであり、本学科の理念･目的でもある。 

 

[点検･評価] 
心理・行動科学科の教育目標は、学科の中心的学問である「心理学」の特長を十分に生かし

たものであり、複雑化する現代社会の要請に応じたものと考えられる。本学科は設置から 2

年半しか経過しておらず、この教育目標の適切性について評価を行うことはできないので、前

身である人間科学科人間行動科学専攻を参照したい。この専攻においても現在とほぼ同じよう

な教育目標があったが、1993 年に専攻が設置されて以来、高い就職率を維持してきた。これ

は、この専攻の教育を受けた卒業生が現代の日本社会の要請にこたえていることを表すものと

言えよう。さらに、卒業後、専門を深めるために大学院へ進学し、臨床心理士として働く卒業

生や研究者となる者もおり、この専攻の教育目標はある程度達せられているのではないかと考

えられる。 

しかしながら、長期的に見るならば、前身の人間行動科学専攻が第一期の卒業生を 1997

年 3 月に輩出してからまだ 10 年しか経っておらず、また、心理･行動科学科が設置されて

3 年という短い期間であるため、学科の理念･目的や教育目標、それに従う人材育成がどの

程度達成されているのか、また、その適切性が現在の時点では評価できていない。 

 



 

[改善方策] 

教育目標や人材育成がどの程度達成されているのかについては、長期にわたる検討が必要と

思われる。将来のある時点で（早くは本学科完成年度直後に）、卒業生を対象にし、教育目標

の達成度やその適切性の測定を行うことが必要であろう。これの結果が改善方策への一つの基

となり、学科の理念や目的についても再考する必要がある。 

 

環境・バイオサイエンス学科 

[現状の説明] 

2005 年度に人間科学科人間環境科学専攻から改組された環境･バイオサイエンス学科では、

21 世紀に必要とされる人間と環境との永続可能な協調を科学することを理念として、教育と

研究を進めている。そのため、人間を取り巻く地球環境と人間の生命活動とを個々に検証する

と共に、それらの相互作用を包括的に検討することを目的としている。これらは、本大学の教

育理念･目的であるキリスト教精神、リベラル･アーツ＆サイエンス、国際精神･異文化理解の

もとに目指すものであるが、特に実証科学的な立場から、自然科学的手法を用いた実験･フィ

ールドワークを中心とした教育カリキュラムや研究体制を築くことを目標としている。 

これら本学科の理念･目標を実現するために、学科設立の準備期間、ならびに学科開設

後を通じて、環境科学、生態学、細胞生物学、遺伝子工学分野などの本学科専任教員･研究

者がそれぞれ独自に、また共同して学際的な視点から、教育と研究にあたってきた。その

対象は、人間の健康や疾病に関連する生命科学、水圏環境を中心とした分析化学から、人

為的な環境変化にさらされた生態系構成要素の解析にまで及んでいる。さらに、人間の集

団としての社会活動が自然に及ぼす影響を検証するために新たに環境社会学の教員を補充

し、社会科学的な視点からのアプローチも加えている。 

 

[点検･評価] 
環境･バイオサイエンス学科では、自然科学から社会科学分野にわたる幅広い分野の教員が、

それぞれ人間と環境に関する教育･研究活動を活発に展開している。しかし現時点では、研究

領域の多様化は細分化につながり、有機的な共同研究の実現にはさらなる工夫が必要となる。

また、教育･研究活動の社会への還元に関しても、未だ十分な貢献がなされているとは言い難

い。本学科の設立の理念は、社会の中での人間の生命活動が永続的に持続できるような具体的

なアウトプットを提案していくことである。しかし、これまで個別に教育･研究成果を地域の

住民や行政などに公開してきた経緯はあるものの、学科として組織だった地域との関連を作り

上げる体制はとられていない。 

 

[改善方策] 

このような学際的な協力体制による地域貢献を実現し、学科設立の理念を具現化するため、

新たに地域社会を活性化しうる女性リーダーを養成することを目的としたコースを立ち上げ

た。本コースは、環境･バイオサイエンス学科を構成する全教員のみならず同じ人間科学部に

属する心理･行動科学科の教員とも協力し、地域住民の健康や地域環境の保全に関する問題点
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を解決しうる学生を養成するものである。教員の専門性と学際的な協力を生かした体制を築く

とともに、本学の立地する西宮市や西宮市の NPO 法人や各地で社会的活動を実践してきた本学

院の同窓会組織であるめぐみ会と連携することにより、西宮市をフィールドとした実践活動を

通して社会に貢献しうる人材養成をするものである。（本取組「活力ある地域社会を創る女性

リーダーの養成」は、 2007 年度の現代 GP に採択されたため、十分な予算的な裏付けを得ら

れると共に、再度、学科の教育･研究理念を全教員が共有するための基盤となるものと考えら

れる。）2007 年度後期より本格的に始動するが、このコースを履修した第一期の学生が卒業す

る 2009 年度末まで、経過に応じた改変を加えつつ、見守っていき改善への方策とする。 

 
(2)大学の理念･目的･教育目標等の周知の方法とその有効性 

心理・行動科学科 

[現状の説明] 

心理･行動科学科の前身である人間科学科人間行動科学専攻は、現在と同様に、その学問の

中心を心理学とし、「行動科学領域」と「臨床心理学領域」に大別されていたが、こうした点

を明確に周知させるために学科として独立したのである。 

また、前述したような本学科の理念･目的･教育目標等については、学科の設置以来、学外に

対しては学科紹介ホームページやパンフレットを学科独自に作成し、その中でわかりやすい言

葉を用い、学科の教育目標を紹介している。地域社会に対しては、2005 年度より行っている

公開講座「神戸女学院の心理学」を開催することで、本学科の教育内容の紹介を行っている。 

在学生に対しては、入学時のフレッシュマンキャンプや学科の教育目標をもとに組み立てら

れたカリキュラムを通して、あるいは、理念等を共有している専任教員による指導を通して、

直接的間接的に伝わっているものと思われる。 

 

[点検･評価] 

学科名に「心理学」と「行動科学」を入れることにより、本学科で学べる専門分野の性格を

内外に明確に周知できたと考えられる。しかし、学科の理念･目的･教育目標を積極的に周知し

ているのは、主に受験生と在学生に対してのみであり、広く国内外への周知は行われていない。

また、地域社会に対して公開講座を行っているものの、それだけで本学科の理念等が伝わって

いると考えるのは難しい。 

 

[改善方策] 

本学科の理念等について受験生や在学生への周知は、現在の方法で有効に働いていると思わ

れる。しかし、学外に対しては、興味のない人には本学科の存在さえ知られていないというこ

ともあり、理念等の周知に有効な方法を模索していかねばならない。地域社会や国内外に対し

ては、公開講座だけでなく、大学院人間科学研究科とも協力して、少しずつでも学科の存在や

その理念等の周知の努力を積み重ねることが必要であり、改善発展への基本とする。 
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環境・バイオサイエンス学科 

[現状の説明] 

本学科の教育･研究の理念は、母体となる人間科学部人間環境科学専攻から醸成されてきた

が、3 年前の環境･バイオサイエンス学科への改組にあたり、教員の総意に基づき再度確認が

なされた。その後の学科採用人事においても、学科理念に添う人事を行っており、教員間で学

科理念は周知･共有されている。さらに毎月開催される学科教授会や、新入生対象のフレッシ

ュマンキャンプ後の職員を交えた学科全教員参加の会合で、学科理念に関する議論を行う場が

設けられている。 

一方、学生に対しては、高校生対象のサイエンス体験、理学館体験、オープンキャンパスな

どの行事に際し、入学前に学科理念の理解を求めると共に、入学後の早い時期（１年次前期）

にフレッシュマンキャンプ、入門ゼミなどの行事や少人数授業を通して、確認を行っている。

さらに、教学の過程においても、１年次の基礎実習科目、2 年次の専門実習科目、3 年次から

の演習において、実証科学の概念を繰り返し周知すると共に、公開の卒業研究発表会の場で研

究成果を地域住民に公開、還元している。 

学外一般に対しては、大学案内や学科パンフレット、ホームページにおいての広報によって

周知に努めている。 

 

[点検･評価] 

以上のように、教員、学生の何れにおいても、学科理念の浸透･周知を図るための様々な機

会が準備されている。特に学生に対しては、入学前、入学時、教学の過程の何れの時期におい

ても継続して理念の確認を行っており、卒業までの間に学科理念に添う人材の育成が可能な環

境を整えている。しかし、実際に学科理念が浸透しているか否かを検証することは困難である。

研究や教学の成果が地域の持続的な発展に寄与するような学際的なものになっているかは評

価のための目安になり、卒論発表会を対外的に公開することによりこれを担保しているが、さ

らに教員、学生への浸透度を確認する方策が求められる。 

 
[改善方策] 

教員、学生が学外に対して学科の理念を発信する役割を担うことにより、理念･目的･教育目

標の周知を行うと同時に、発信する側にとってもその理解を強化することにつながるだろう。

たとえば、教員は、学生への指導、学外での発表や競争的資金の申請、対外的な広報行事（サ

イエンス体験、高大連携、オープンキャンパスなど）を行うときに、環境･バイオサイエンス

学科全体の学科理念とその中での位置づけや価値を含めた教育や研究成果の発表、申請を行う

ようにする。一方、学生にも、単に受動的に学ぶのみではなく、積極的に本学科の理念を外部

に向かって発信する機会を与える。たとえば、高大連携プログラムに参加して高校生に対する

ロールモデルとして勉学の成果を発信したり、市民講座などのパネリストとして参加して本学

の理念に基づいた研究成果を発表したりする。このような主体的な教員･学生の取組が、より

強固で明確な学科理念の周知･理解をもたらす上で有効である。 
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大学院研究科 

1 理念・目的等 

(1)大学院研究科の理念・目的・教育目標とそれに従う人材養成等の目的の適切性 

[現状の説明] 

一般的に、大学院に求められる人材養成機能とは、基礎的研究の修業をふまえて創造性･独

創性豊かな成果を発揮して学界の伝統を継承し、かつ新たに研究史的貢献ができる研究者、高

度に専門的技能･知識をもつことにより産業社会に進出して企業や社会に貢献できる職業人、

あるいは市井の中にあって今日の知識基盤社会を支えることで地域社会に貢献する知的人材

を、さらにはそうした高度な専門的知識と知見を身につけた社会的リーダーを育成することで

ある。 

しかしながら、そうした一般的理念と目標についてよりも、今日切迫して社会的要請として

求められているのは、実質的な内容をもった大学院教育である。実際、大学院での研究によっ

て学位を取得し修了した者が、一方では学術研究の分野にあってどのように学界に寄与しかつ

評価を得ているか、また他方では、社会人･職業人として社会的にどのように貢献し評価を得

ているかを、数と質の両面において実績を示すことである。学界における通用性･信頼性や社

会的な通用性・信頼性が大学院教育の一般的評価にも反映されることになる。 

本学においても、そうした一般的目標に即しつつ、さらに大学院においても本学の建学理念･

教育理念をふまえて、独創性ある人材を育てなければならないことは言うまでもない。まず、

本学大学院にあって、基本的教育理念は学部と共通である。すなわち、(1)キリスト教主義教

育、(2)リベラル･アーツ＆サイエンス教育、(3)国際精神･異文化理解の教育という 3 点が柱と

なる。 

さらに、本学大学院を構成する文学研究科、音楽研究科、人間科学研究科のそれぞれが、固

有の教育目標をもつ。また文学研究科のなかは、英文学専攻（通訳コースを含む）、社会学専

攻、比較文化学専攻の 3 専攻に分かれており、専攻ごとに固有の教育目標をもっている。2004

年度より新設された英文学専攻内の通訳コースでは、学術的な高みと通訳技術･理論背景の双

方を養成する、独自の試みを行っている。従って、全学共通の理念･目的･教育目標に基づいて、

各研究科･専攻固有の目的･目標に従う人材養成に努めている。 

 

[点検･評価] 

本学大学院がこれまで輩出してきた修了者のその後の進路はさまざまであるが、大別して教

育･研究者（大学ないし高等学校、中学校の専任教員または非常勤教員）、職業人（専門研究･

資格を踏まえて企業や行政機関に就職した者）、結婚後専業主婦としての家庭人と 3 分類でき

る。いずれの分野においても、活躍している者を認めることができる。たしかに、専任職の教

員となることは難しいのが一般的現状であるが、それでも文学研究科英文学専攻の修了者は少

なくとも非常勤職は得ている。また、文学研究科社会学専攻および人間科学研究科の修了者は、

前者はとくに福祉関係において、後者は専門研究を活かして企業や行政において活躍している。

英文学専攻通訳コースは、夜間及び土曜日開講が主であることもあり、元々職を持っているも

のが多く、元の職に復帰するもの、さらに進学するもの、留学するものなど、進路もさまざま



 

である。 

大学院での研究成果を測るには、一般的に、論文･著書の公刊、学会発表、賞罰等の評価基

準による。学内的に『Edgewood Review』（英文学専攻）、『社会学・社会福祉学フォーラム』（社

会学専攻）、『文化論輯』（比較文化学専攻）、『ヒューマンサイエンス』（人間科学専攻）、『心理

相談研究』（人間科学専攻臨床心理学分野）といった院生専用の紀要があり、そこに順次研究

成果が報告されている。また、とくに文学研究科英文学専攻、人間科学研究科、音楽研究科で

は、教員の指導により学会発表･演奏会もなされている。しかし、それ以外の専攻では、そう

した成果報告は十分とはいえない。 

本学の大学院研究科の前述の教育理念に即した教育成果については、対外的な発表とか報告

のみによって評価される性質のものだけではなく、院生の人格･品格に対する社会的評価とし

て測られるものでもある。 

学部同様の少人数制は本学の特徴であり、それゆえに大学院においても教員と院生、また院

生同士の関係が比較的密といえるのは長所であるが、他方、それが欠点となって閉鎖的な体質

を醸成していないとも限らない。 

 

[改善方策］ 

閉鎖的になることを避け、積極的に社会で活躍できる人材を養成するためには、教員が積極

的に院生たちを外部へと導くことが求められる。すなわち、学外での研究会や学会、あるいは

実務経験の分野のインターンシップなどへと院生を積極的に参加させることであり、これを充

実させる。 

 
(2)大学院研究科の理念･目的･教育目標等の周知の方法とその有効性 

[現状の説明] 

大学院研究科全体としての理念･目的･教育目標等の周知の方法としては、現状としては大学

案内の一部に大学院の紹介が数ページ割かれているのみである。他は、大学院便覧、ホームペ

ージ等を通して紹介がなされているが、ホームページの作成等は、研究科ごとになされており、

大学院全体として何かを発信しようという体制にはなっていない。それ以外には、研究科、専

攻ごとに、説明会が開催されている他、文学研究科英文学専攻は 2007 年度からパンフレット

の作成を行っている(通訳コースのみのパンフレットは 2005 年度から)。しかし、この種の周

知･広報活動は基本的に各研究科･専攻にまかされているのが現状である。 

 

[点検･評価] 

上記の点から、大学院研究科全体の理念などを広報する活動は、乏しいと言わざるを得ない。

大学院全体の受験者の減少傾向を考えても、今後大学院全体としての広報活動が必要であるこ

とは言うまでもない。しかしながら、本学は、学部を基盤とした小規模大学であり、大学院に

十分手がまわっていないのが実情である。 
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[改善方策] 

本学のような小規模大学で、博士後期課程まで備えた大学院を持っていることは、むしろ誇

るべきことであり、今後、全学をあげて、広報周知活動の拡充をしなければならないことは言

うまでもない。しかし、その際に、文学研究科英文学専攻通訳コースが一定の成功を収めてい

るように、誰に、どのように、どのくらいの頻度で広報するのか、検討が必要である。 

 
(3)大学院研究科の理念･目的とそれに伴う人材養成等の目的の達成状況  

[現状の説明] 

本学全体の建学理念･教育理念であるキリスト教教育、リベラル･アーツ＆サイエンス教育、

国際精神･異文化理解の教育という 3 点に即して大学院においてもカリキュラムに「キリスト

教学」をおいており、また専門性に偏しないリベラル･アーツ＆サイエンスの精神を堅持して

教育し、また海外留学（ケンブリッジ、ボローニャ、モントレー他）や国際学会の企画と参加

（「東方美学会」「日韓美学研究会」「国際ロレンス学会」「国際通訳シンポジウム」他）を指導

していることや、在米本学支援団体（KCC－JEE）より奨学金を得て日本の大学院において研究･

研修をする米国人研究員（KCC-JEE fellow）と本学院生との交流の機会が設けられている。こ

のように理念と目的に沿った大学院教育が実施されており、各研究科もそれぞれ人材養成目的

に沿った教育を通じてその目的を達成しているが、詳細は各研究科の記述に譲る。 

 

[点検･評価] 

より向学心の高い院生や研究に対する熱意の大きい院生については、教員の指導によってさ

まざまな研究と留学を含むインターンシップ的体験を積むことができる。しかし、院生の個々

人の資質の違いによって、院生のすべてに対して一定の成果を挙げているとは評価できない。

人材養成は、個々の教員の理想や情熱にも依存していることも否めない。 

大学院でもキリスト教主義教育やリベラル･アーツ＆サイエンス教育を掲げることは本学の

独創的なあり方を意味している。しかし、問題は専門教育･研究とリベラル･アーツ＆サイエン

ス教育との関係をいかに深めていくかである。 

 

[改善方策］ 

専門教育･研究とリベラル･アーツ＆サイエンス教育との関係の問題をめぐって、研究科委員

会において本学大学院研究科のあり方について討議をすること予定である。教職員間で共通の

認識をもつことに努める。 
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文学研究科/音楽研究科/人間科学研究科 

1 理念・目的等 

(1)大学院研究科の理念・目的・教育目標とそれに従う人材養成等の目的の適切性  

文学研究科 
[現状の説明] 

文学研究科においては、英文学専攻（博士前期･後期課程）、社会学専攻（修士課程）、比較

文化学専攻（博士前期･後期課程）の 3 専攻を置き、英文学専攻内に高度専門職養成に該当す

る「通訳コース」（修士課程）を開設している。 

現状の説明としては、前記の大学院研究科に関する内容に準ずるが、文学研究科は、文学部

英文学科･総合文化学科がともに掲げる、人文･社会系を軸としたリベラル･アーツ教育と国際

性を基礎として、さらなる専門的な高みを目指すことが求められている。それを通して、研究

者･企業等における創造的な役割を果たす人材･特種教員など、単に学部を卒業しただけでは達

成しえない高みに達した職業人を養成することも現代社会の養成であり、それに向けての努力

をしている。 

 

[点検･評価] 

2004 年度の英文学専攻通訳コースの設立により、能力のある社会人が入学してくる環境が

整ったのは良い傾向である。しかし、既存の 3 専攻において入学者減少などの問題があり、研

究科の理念をいかに魅力あるものとして学部生･社会人に向けて周知するかが、深刻な課題と

なっている。 

 

[改善方策] 

現在、文学研究科将来構想委員会を立ち上げ、上記問題点の具体的解決方法を検討している

ところである。また、研究科の広報宣伝活動なども、従来は通訳コースのみが積極的に行って

きたが、研究科をあげての試みが必要となってきている。 

 

音楽研究科 

[現状の説明] 

大学院音楽研究科の目指す教育とは、単に専門実技の研究と発展的養成のみを目的とするの

ではなく、音楽を総合的に研究し、広い視野で捉え、俯瞰しうる力を養う教育であり、その教

育を通じて教養ある音楽家、音楽教育家を育成し、広く社会と文化の発展に寄与することで

ある。 

 

[点検･評価] 

2000 年度に開設され、卒業生もまだ少数ではあるが、少なくない卒業生がすでに音楽界で

認められ、活躍し始めている状況から見て、人材養成の目的は適切であるといえる。 
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[改善方策］ 

今のところ、特に改善の必要はないと考える。 

 

人間科学研究科 

[現状の説明] 

人間科学研究科では、大学院学則第 3 条にある本学大学院の目的に適う形で、人間科学専攻

の 1 専攻のもと、以下に示す 4 つの専門分野を設け、分野ごとに以下のような教育目標と人材

養成目的を明文化している。 

(1)環境科学分野：今日の社会において、人間の欲望を追い求め、単なる技術の発展のみを

推進していけば、我々人類のみならず、地球上のあらゆる生物の生存すらが、脅かされるとい

う環境問題への認識が高まっている。そこで、我々を取り巻く自然環境の現状把握と将来予測

をするために、人間活動によって大きく影響を受けた環境のみならず、人間の手が入っていな

い環境、さらには人工的自然や都市近郊の自然などを対象として環境汚染に関する諸問題を中

心に教育･研究を行う。 

(2)健康科学分野：健康こそ最も重要であるという考え方は、すべての人間に共通する価値

観であり、健康への願望は他の生活因子についての願望を遥かに上回っている。健康とは、身

体的、精神的および社会的に良好な健康状態がそれぞれ別個に存在するのではなく、それらが

相互に密接に関連していることが強調されなければならない。このような観点に立ち、ここで

は環境要因と健康、食と健康との関係、心身の相互作用などを探求する。 

(3)人間行動学分野：高度情報化社会となった現代においては、人間は多くの事柄を認識し

て合理的な判断･行動をする必要がある。この分野では、そのような必要性に資するため、人

間行動の基本的特徴を理解すると共に、どのような情報化社会･文化を構成していくべきなの

かを探求する。具体的には、人間の社会･文化との関わりやその中での成長、情報化社会にお

けるコンピューターのあり方や人間との関わりなどの教育･研究をすすめる。 

(4)臨床心理学分野：現代社会に生きる我々は、多様で複雑な心理的問題に晒されている。

この専門分野では臨床心理学的支援の実習と研究を行い、その実践を伴う研究を通して、人間

の本質、人格とその発達、社会における人間のあり方と、教育･産業･医療･福祉との関わり等、

現代社会が必要とする知識を追求する。なお、本分野は「臨床心理士」受験資格に伴う養成課

程（第 1 種）を兼ねている。 

 

[点検･評価] 

本学の教育の理念の一つであるリベラル･アーツ＆サイエンスは大学院の理念でもあるが、

人間科学研究科は、それを今日的な形で具体化している研究科といえる。なぜなら、4 つの専

門分野が、それぞれ総合的な科学的知識を前提として、まさに今日的なテーマについて実践的

に迫ろうとしているからであり、かつ 4 つの専門分野が孤立しているわけではなく、人間科学

合同演習を必修科目として設けるなど、知識と経験を共有し学際的な研究と実践のテーマを模

索することを可能としているからである。 

これまでの実績からみても、各分野とも専門に即した価値のある研究が遂行され、かつ社会
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的重要性が高い教育が施されていると評価できる。したがって、各専門分野の理念･目的･教育

目標とそれに伴う人材養成等の目的は適切であると考えられる。 

近年ではそれぞれの専門分野の専門性が高度化し、人間科学という土台を持ちつつも、日々

の修学においては分野間の交流が困難になりつつある。1999 年に人間科学研究科博士後期課

程が設置されたことにより、さらに研究を深めることが可能となり、大学院教育においてさら

なる充実が見られたが、一方では教員の教育、研究指導などの時間的･物理的負担の増加がみ

られ、その点の配慮が必要となっている。とりわけ、臨床心理士を目指す学生が多いことから、

臨床心理分野の教員の負担が多く、学部教員の選考にあたっても大学院教育でも担当を視野に

入れた人選を行っている。 

 

[改善方策］ 

人間科学研究科は人間科学部とともに、今後さらに、教育･研究活動と実際的･実践的な地域

貢献を有機的に連関させ、学部･研究科の機能を向上させようと画策している。その試みの一

つとして、学部においては 2007 年度現代的教育ニーズ取組支援プログラムに応募した「活力

ある地域社会を創る女性リーダーの養成 -西宮市･同窓会･NPO 法人と連携した実践的人づく

り」が採択された。一方、人間科学研究科では、臨床心理学分野が「地域実践活動を創造でき

る臨床心理士の養成」というというテーマで、また残る 3 分野は「環境と健康のために行動す

る女性科学者養成」というテーマで、ともに 2007 度大学院教育改革支援プログラムに申請し

採択された。これらの教育改革は、いっそう研究科の理念と目標に合致した人材養成が可能に

なることを期待してとった方策であり、今後これらの取組を具体的に展開していく段階である。 

 

(2)大学院研究科の理念･目的･教育目標等の周知の方法とその有効性 

文学研究科 

[現状の説明] 

文学研究科では、英文学専攻、比較文化学専攻、社会学専攻の理念･教育目標については、

ホームページ、入学試験要項、大学案内等によって広く一般に広報している。ホームページで

は、「最近の修士論文題目」、「修了生の進路」を掲載し、文学研究科の現状理解に役立ててい

る。学内大学院志願者に対しては、以上に加えて、毎年 6 月に文学研究科入試説明会を行って

いる。 

 

[点検･評価] 

現状の周知方法により、本大学院を志願する者には文学研究科の理念･教育目標については、

一定の理解が進んでいると思われる。しかし、近年大学院進学者の減少傾向が続く現在、大学

内外における広報活動により工夫と力をいれる必要があろう。大学院や大学院生の活動が学部

生など大学全体の日常生活で充分見えていないきらいがあり、とりわけ本学学部卒業生の本大

学院への進学者が漸減している問題については、これまでとは異なる対策が求められている。 
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[改善方策] 

広報活動の改善策としては、現在英文学専攻のみのパンフレットを他の専攻でも作成し活用

することや、ホームページの内容をより充実させていくことが必要である。学内進学者の増加

をはかるためには、大学院と学部の交流（カリキュラム、研究発表、従来に増した TA 採用な

ど）、本研究科出身者の講師登用など、学部生にとって目に見える存在としての大学院像を提

示することが望ましい。 

 

音楽研究科 

[現状の説明] 
学部生を対象とした音楽研究科の説明会を毎年 2、3 回行っており、その際の配布資料に研

究科の理念･目的･教育目標等を記載して、口頭でも説明を行っている。ただし、学外での説明

会はいまだかつて行っておらず、音楽研究科ホームページにも理念･目的･教育目標については

記載していない。また現在、大学院生のほとんどが本学音楽学部からの進学生であり、理念･

目的･教育目標等については周知･理解しているので、大学院生を対象としては特に説明会など

を開いていない。 

 
[点検･評価] 

現在までの本研究科の理念･目的･教育目標等の周知方法、頻度などはあまりに貧弱である。

特に学外に対しての広報は全くなされておらず、改善に努めるべきである。 

 
[改善方策] 

研究科ホームページを充実させ、学外に向けても本研究科の理念･目的･教育目標等につい

ても発信したい。また、本研究科のパンフレットをより充実させ、学内外に配布して広報に努

めたい。 
 

人間科学研究科 

[現状の説明］ 
上述した人間科学研究科の 4 つの専門分野（臨床心理学、人間行動学、環境科学、健康科学）

の教育目標･人材養成目的は研究科規則に明示されている。大学院の入学試験の試験問題（専

門）と入試合否の判定はそれぞれの専門分野ごとに行っているが、大学院志願者に教育目標･

人材養成目的を周知するために大学院入試要項に明示しており、年 1回開催する大学院入試説

明会でも説明を行っている。また、人間科学研究科のホームページにも教育目標･人材養成目

的を掲載しているほか、より具体的に理解できるように修士論文題目や博士論文要旨も掲載し

ている。 

 

[点検･評価] 

現状の周知方法により、大学院志願者は人間科学研究科の教育目標･人材養成目的を十分に

理解したうえで志願しているものと考えている。 
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各専門分野での教育目標を明確にした上で、人間科学研究科として学際的な教育研究を進め

ている体制が整っているのは評価できる。 

 

[改善方策] 

大学院のホームページの内容を充実させて、各教員の専門分野、研究業績などを積極的に公

表していくことが今後のより良い改善への方策である。 

 

(3)大学院研究科の理念･目的とそれに伴う人材養成等の目的の達成状況 

文学研究科 

[現状の説明] 

本大学院修士課程では、(1)広い視野に立った豊かな学識と、(2)研究能力の習得、(3)高度

な専門職業能力を養うことを目的にし、博士課程では、研究者としての、(1)研究活動を進め

るための高度な研究能力と、(2)豊かで深い学識を養うことを目的にしている。      

この人材養成目的の具体的な達成状況を課程修了者の進路を一つの指標として見てみる。英

文学専攻では、2004 年度博士前期課程で進学 2（本学博士後期課程 1）、留学 2、2005 年度博

士前期課程で進学 3（同前 2）、就職 3（本学非常勤講師 1、通訳･翻訳関係 1、他）、博士後期

課程で就職 1（現在他大学専任講師）、2006 年度博士前期課程で進学 1（同前）、就職 6（他大

学非常勤講師 2、その他の講師 3、通訳 1）である。比較文化学専攻では、2004 年度進学 0、

就職 3（専門職 1、その他 2）、その他 2、2005 年度進学 0、就職 5（一般）、2006 年度進学 1（本

学博士課程）、就職（本学非常勤講師 1、その他）である。社会学専攻では、2004 年度進学 0、

就職 3（専門職 1、その他 2）、2005 年度進学 0、就職 5（一般）、2006 年度進学 0、その他 1

となっている。 

以上の進路動向から見えてくるものは、「豊かな学識」は獲得したものの、研究者などの専

任職を得ることがきわめて困難な現実である。他方、より学識を深めて一般社会で活躍する人

材を送りだしていることも示している。 

 

[点検･評価] 

英文学専攻では、かつては本専攻の修士課程修了者は本大学院博士課程ないし他大学院博士

課程に進学し専門研究者になるもの、修士課程修了から高校の英語教師になるなど本研究科の

「研究者および知的人材の養成」という目的が達成されていた。しかし、文学関係の大学ポス

トが減少し、高校教師の職も年々狭き門になりつつある現在、専任の職を得るのはかなり困難

となってきており、その影響が本専攻にも及んできている。一方、本専攻通訳コースでは、プ

ロの通訳経験者が多くその修士課程修了者はグレードアップし、本学並びに他大学で非常勤講

師など活躍し始めている。したがって、通訳コースにおいては「高度に専門的技能･知識を持

つ職業人の養成」という目的は達せられている。 

比較文化学専攻では、日本文化学専攻からの改組後の歴史がまだ浅く、その実績が充分測ら

れないとはいえ、研究職への就職は少なく、また専門的高度職業人よりも一般企業へ就職する

傾向が強い。社会学専攻では、博士課程が無いことも影響して最近は研究者志望の院生はきわ
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めて少なく、他大学への進学者はおらず、一般企業への就職が普通となっている。 

 

[改善方策] 

日本の大学院をとりまく環境の激変とともに、文学研究科も、進学者の減少、志望動機の変

化（モラトリアム期間など）、学部学生の学力低下など、従前とは相当異なる客観的、主体的

条件のもとにある。通訳コースのように他の専攻についても、大学院教育そのものの理念や教

育目標も新しい時代に見合ったものとすべく再検討する要ありという声が、研究科委員会の中

から出てきている。まだ、具体像は明確化していないが、研究科の中で将来構想委員会を

立ち上げ、できるだけ早く改革を実現したい。 

 
音楽研究科 

[現状の説明] 

2002 年度が完成年度ということで、総勢 45 名の修了生しか出していない状況ではあるが、

現在までの人材養成等の目的の達成状況として修了生の進路を見ると、その中には、国外の大

学院等への進学者 6 名、オペラ歌手養成所（関西二期会等）で研鑚を続けている者 5 名、教育

機関で教育に携っている者 6 名が含まれる。その他の者も、ほぼ全員が音楽のさらなる向上を

目指しコンサート等の音楽活動、研鑚を続けている。 

 

[点検･評価]  

上記のように、多くの修了生が各々の目指している音楽活動を堅実に進めている状況から見

て、人材養成の目的は着実に果たされつつあるといえる。 

 
[改善方策］ 

今のところ、特に改善の必要はないと考える。 

 
人間科学研究科 

[現状の説明] 

人間科学研究科は、キリスト教主義にもとづく学部の教育の基礎の上に、専門の学術理論お

よび応用を教授研究し、その深奥を究めて、文化と科学の進展に寄与することを目的としてい

る。また、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力および高度の専門

性を要する職業などに必要な高度の能力を養いうる教育を目指している。大学院教育により自

立を果たした女性研究者または専門家を養成することは、社会的にも重要であり、それぞれの

専門分野に関して、豊かな知識と創造的な精神を養い、高度な研究能力を育成することを目的

として、専門だけにとらわれない幅広い授業科目を開設している。現在までに修了者の中から、

専門性を必要とする職業や研究者を輩出し、前期課程修了者が社会で活躍する場所もほぼ確保

されている。 

2004 年度以降の博士前期課程の修了者数は分野ごとに以下の通りである。2004 年度は環境

3、健康 1、行動 0、臨床 7 の計 11 名、17 年度は環境 2、健康 1、行動 1、臨床 7 の計 11 名、
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18 年度は環境 4、健康 3、行動 1、臨床 8 の計 16 名である。修了後に博士後期課程に進学した

ものは 2004 年度から順に 2 名、1名、0 名である。 

この数値に見るように大半は博士前期課程修了後、学んだ専門技能を活かせる職場を得て社

会進出している。環境･健康分野の修了生の多くは、一般企業に研究職として就職している。

また臨床分野では全員が臨床心理士資格を取得し、臨床心理士として教育･医療･児童福祉等の

現場で活躍している。 

さらに、社会では高度な科学技術を駆使できる能力を持った女性リーダーを必要性が高まっ

ており、そのような女性リーダー養成の目的について、現在努力する過程にある。 

 

[点検･評価] 

人間科学研究科全体としては毎年、定員を超える修了生を着実に社会に送り出している。環

境･健康分野の修了生は、研究者として研究機関でさらに研究を続ける者と企業に研究職とし

て就職するものとに二分される。臨床心理分野は進学して臨床心理学の研究を続ける他に、臨

床心理士として多様な領域に進出している。このように、人間科学研究科の理念･目的に合致

した人材の養成はほぼ達成されていると考える。ただ、各分野の在籍院生数が均等ではなく、

臨床心理分野が過半を占めており、人間行動学分野が少ない。行動学分野は修了後の進路が大

学等の研究職に限られるという現実もあって、応募学生が例年乏しいのが実情である。 

 

[改善方策］ 

人間科学研究科が 4 つの分野をもち、相互に刺激し合い、切磋琢磨しつつまた協働して人間

科学の新たな学問の発信地となることを期待されているとすれば、上述した各分野の在籍院生

数が均等でなく、修了生にも偏りがあることは好ましいことでないのは明らかである。人間科

学研究科では大学院と学部教育との連続性を高めようと新たな改革を始めたところであり、行

動科学分野をはじめ各分野への進学を志願する学生を増やすことで、人間科学研究科をいっそ

う活性化させることが課題である。こうした現状分析から、高度職業専門人の育成にいっそう

まい進したいと考え、本年度は本研究科から、臨床分野と残る 3 分野でそれぞれ大学院教育改

革支援プログラムに応募し、改善に努めている。これらは幸い、2 件ともに採択されており、

今後これらのプログラムに沿って教育改革を推進していく。 





 

4 授業形態と単位の関係 

(1)各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方法

の妥当性 

[現状の説明］ 

卒業に必要な 124 単位のうち共通科目としては、講義科目 24 単位（その内訳は既述）、「英

語」（8 単位）、「（その他の）外国語」（8 単位）の計 40 単位が最低必要である。専門教

育科目として「基礎ゼミ」（4 単位）、「文献ゼミ」（4 単位）、「専攻ゼミ(I)」（4 単位）、

「専攻ゼミ(Ⅱ)」（4 単位）、「卒業論文」（4 単位）の計 20 単位が必修である。これらの

科目以外に専門教育科目から最低 48 単位以上が必要になっている。また、自由選択科目とし

て、共通科目および専門教育科目から合わせて 16 単位以上が必要である。 

講義科目、ゼミや演習科目は毎週 2 時間（90 分）、原則として半期 15 週で 2 単位。「英

語」を含む外国語科目は 1 単位であるが、専門教育科目として開講している「外国語セミナ

ー」については、その授業内容が専門分野の研究にかかわる内容となっていることから 2 単

位としている。また 2003 年度より「卒業論文」の単位数を 8 単位から 4 単位に減じた。ゼミ

のうち、「専攻ゼミ(Ⅰ)・(Ⅱ)」のみ、「前期を履修して合格しなければ後期を履修するこ

とは出来ない」としている。 

「通訳プログラム」科目については、3 科目 8 単位が本学科の専門教育科目の扱いとなる。 

2006 年度以降入学者に適応される「キャリアデザインプログラム（副専攻制度）」は学部・

学科の枠組みを越えたさらに新しい分野について学べるように開設された制度である。本学

科の専門科目も一部がその「既設科目（選択 12 単位）」の中に含まれている。 

 

[点検・評価］ 

1997 年度より卒業に必要な総単位数を、それまでの 131～137 単位以上から、124 単位以上

に変更し、2003 年度に「卒業論文」の単位数を 4 単位に減じた。以後、単位数についての変

更はおこなわれていない。「卒業論文」の単位数変更は卒論指導が 4 年次の 1 年間だけおこ

なわれているという実情に即し「専攻ゼミ(Ⅱ)」の単位数に準じて変更したものであるが、

変更後これまで、特に問題点の指摘はない。 

「専門教育科目」は既述の 4 コースに配されているが、学生の幅広い学びを期待する意味

から特に履修上の制約は設けていない。これらは、資格取得にかかわる一部の科目を除き、

セメスター制に対応し半期毎 2 単位修得を可能にしている。「専攻ゼミ(Ⅰ)・(Ⅱ)」につい

ては、留学・休学の場合に限り、4 年次前期に「専攻ゼミ(Ⅰ)」と「専攻ゼミ（Ⅱ）」を同

時履修するといった特例的な履修形態を認めることがあるが、これは学生生活の不要な延長

を避けるためのもので学生の側に立った措置である。 

 

[改善方策］ 

少人数で授業への積極的な参加を求められ、また授業時間外での調査、発表準備等に時間

を要するゼミの単位数が、大人数の講義科目の単位数と同じでよいかという問題が挙げられ
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る。学生の授業時間外の負担の大きさと、取得できる単位数とが、必ずしも比例していない。

「基礎ゼミ」「文献ゼミ」「専攻ゼミ(Ⅰ)・(Ⅱ)」については、その内容のさらなる充実、

拡大を伴うのであれば、単位数を増やすことも検討に値する。また、現在、単学年で開講し

ている「専攻ゼミ」の時間に加え、3・4 年次生合同開講の「専攻ゼミ」を設け、学生間の学

びの拡がりを促進し、上級生から下級生への知の伝達の場とする等、新たな授業形態とそれ

に応じた単位計算方法を模索していくことも必要であろう。その他の授業科目については、

特に問題点はみられない。 

 

 

5 開設授業科目における専・兼比率等 

(1)全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 

(2)兼任教員等の教育課程への関与の状況 

[現状の説明］ 

表 3-18 は、2007 年度の教務課資料にもとづいて集計した、総合文化学科専門科目におけ

る、専任教員による担当クラス数とその割合を示したものである。 

 

 

 専門科

 

 

目 専任 総計 専任率(%) 専任 総計 専任率(%)  専任  総計  専任率(%)

ゼミ関連科目 105 105 100.0 106 106 100.0 211 211 100.0
非ゼミ科目 53 140 37.9 56 141 39.7 109 281 38.8
合計 158 245 64.5 162 247 65.6 320 492 65

2007年度合計2007年後期・後期扱い2007年前期・前期扱い

表3-18　総合文化学科専門科目における専任教員の担当授業数およびその割合

全体を見ると、専任教員の担当する科目は 65%程度となっている。また、科目の種類によ

って構成比に偏りが見られるのも確かであり、ゼミ関連の科目すべてにおいて、専任教員が

担当しているのに対し、それ以外の講義科目においては 4 割弱となり、半数以上を兼任教員

が担当していることになる。 

 

[点検・評価］ 

専任教員の担当する科目、クラスの割合がどの程度であれば適正かを一律に判断する基準

はない。一般論として、兼任教員の担当する授業が多くなれば、大学としての教育内容や質

を維持していくために何らかのマネージメントをする必要性がより大きくなる。 

別項にもあるように、本学科では 1 年次から 4 年次に至るすべての学期において、10～20

名程度のゼミに所属するシステムが導入されており、そのすべてを専任教員が担当する

（pp.146-149 参照）。専任教員が分担して、きめの細かい指導をするといったところに長所

が見られる。 

また、それ以外の講義科目では「総合文化」という学科の性格上、さまざまな領域の科目

開講が必要になり、専任のみで担当するのは困難という事情がある。また、時間的負担とい

う問題も存在する。 

上記のような、ゼミ関連科目を専任が中心に担当し、講義科目の多くを兼任教員に依存す

るというシステムにおいて、現在のところ問題は表面化していない。 
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この項目に関連する問題は、人件費節減という文脈で論議されることが多い。しかし、教

育の質をいかにして高め、維持するかという本質を見失ってはならない。本学科では、ゼミ

科目が全体の 4 割を超え（211/492）、かつ、そのすべてを専任が担当するというシステムを

とっているが、講義科目とのバランスについてはとくに問題は起こっていない。したがって、

現状を継続するものと思われる。 

 

[改善方策］ 

特に改善すべきところはない。 

 

 

B 教育方法等 
1 教育効果の測定 

(1)教育上の効果を測定するための方法の適切性 

[現状の説明] 

学科全体としては、1、2 年次の学生に「学習計画書」を作成させ、それをアカデミック・

アドバイザー（AA）のみならず、その他の教員が適宜閲覧することになっている。「学習計

画書」は各学期の始めに、それまでの学習の反省と当学期に学ぶ予定の科目・分野について

学生が記入し、AA に提出する 

個々の授業科目に関しては、各教員に任されており、授業中の小テスト、アンケート、小

レポート、ゼミでの報告（プレゼンテーション）などを通じて、教育効果が測られている。 

大学における学びの集大成である卒業論文は、論文指導の教員による評価のみならず、『岡

田山論集』を発行することで、教育上の効果を測定する機会を学科内外に提供している。こ

の『岡田山論集』は総合文化学科の卒業論文のうち、8 本の優秀論文を掲載するものである。 

 

[点検・評価］ 

学科全体として行っている「学習計画書」の作成は、学生の主体的な学びを促すのみなら

ず、教育効果を測るのに有効である。また個々の授業に関しては学期中に適宜、教育効果を

測定する方途が工夫されている。 

「学習計画書」を各学生に作成させること、および「学習計画書」を AA のみならず全教員

が閲覧できることは、主体的な学びを促す総合文化学科の理念に合致するのみならず、学習

効果の測定に有効である。『岡田山論集』も 4 年間にわたる学びの集大成としての卒業論文

の水準を測るのに有効である。 

ただし、これらに基づく学習効果の測定を利用するのは個々の教員に任されているのが現

状である。学科全体としての反省あるいは点検が数年に一度の頻度で必要であるかもしれな

い。 

また上に述べてきたことはすべて在学中における測定であるが、幅広い教養を身につける

ことを目指す本学科の学習理念は、より長期的な視点からも検討する余地が残されている。 
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[改善方策］ 

マクロなレベルでは「学習計画書」などに基づく学習効果の測定を学科全体で行う機会を

設ける。ミクロなレべルでは「学習計画書」などによって知られる学生に関する情報を教員

間で共有する（既に一部行われていることではあるが）。 

長期的な視点に立った学習効果の測定は制度化することがきわめて難しいので、普段の指

導における各教員の自覚に俟つところが大きくなる。長期的な視点を自覚的に反省する話し

合いなどの機会が有効と考えている。 

 

(2)教育効果や目標達成度及びそれらの測定方法に対する教員間の合意の確立状況  

[現状の説明] 

個別の科目の成績評価は担当者に委ねられ、それぞれが自律性と責任をもって行うことが

共通認識とされている。GPA は履修クラスの振り分け時に優先順位を明らかにする基準とし

て機能していることが受容されている。学習計画書、AA 制度は全教員が基礎ゼミ、文献ゼミ

を担当することで、その意義が共有されている。卒業論文については、『岡田山論集』の刊

行がもたらす教育的効果が確認されている。 

 

[点検・評価］ 

総合文化学科の特色として、分野や方法論が多岐にわたることがあげられるため、教育効

果や目標達成度及びそれらの測定方法は、教員間の最大公約数として合意することが可能で

あるが、以上のように、おおむね教員間の合意は確立されている。各自がそれらに準拠して、

あるいはそれらを活用してそれぞれの教育を展開することが期待される。 

具体的には、基礎ゼミ、文献ゼミについては共通ガイドラインが設置されている。また、

１年次の基礎ゼミにおいて、レポート・論文の書き方についての簡潔なマニュアルが配布さ

れている。学科としての教育目標、そして全学的な教育水準の達成維持のために、教員の個

性の尊重と共に、共通目標の認識そしてその測定方法の活用が必要である。『岡田山論集』

は学科共通の教育目標の目安として活用されている。 

 

[改善方策］ 

担当教員の独自性を活かしつつも、学科、そして全学としてしかるべき教育水準を達成維

持するためには、教員間の意識を常に相互確認しておくことが重要である。特に、総合文化

学科独自の AA 制度については、学生主事との連携が必要な場合もあると考えられる。最も身

近な教育指導の窓口としての AA の立場と制度の運用をめぐっては、検討の余地があるだろう。 

 

(3)教育効果を測定するシステム全体の機能的有効性を検証する仕組みの導入状況  

[現状の説明] 

教育効果測定システムそのものを検証する仕組みとして、全学的には学生による授業評価

アンケートや FD センターによる教員活動評価表があるが、総合文化学科において独自の仕組

みとしては、教育上のひとつの集大成である卒業論文の発表の場としての『岡田山論集』が

 153



機能しているといえる。また、総合文化学科においてよりきめ細やかな教育を達成するため

の基礎ゼミ、文献ゼミの実践例報告の場を共有している。 

 

[点検・評価］ 

2004 年度『自己点検・評価報告書』で指摘されていた GPA 制度の運用はスムーズに行われ

ていると思われる。総合文化学科では、募集人員数を上まわる履修科目、学内プログラムの

応募者に対して選考を行う場合の基準として利用されているが、その有効性を検証する仕組

みは未だ存在しない。学習計画書に基づいた AA による教育効果の確認については、各担当者

に委任されており、実践例の統計的検証が未だなされていないのが今後の課題となりうるだ

ろう。 

個別の科目の成績評価について、最高値、平均値、あるいは点数分布などを公開すること

で公平性が得られるという考え方があり、他大学では実施されている向きもあるが、値の高

低が教育効果を如実に正比例するとはいえないため、導入の必要性は現時点では特に認めら

れない。 

 

[改善方策］ 

GPA の有効性を検証するために、最高得点者の値、平均値、また、共通科目、専門科目別

の最高値、平均値を公開する仕組みを導入することが考えられる。 

卒業論文の水準を公開し、教育効果をあげるために『岡田山論集』が有用であることは先

に述べたが、さらに、日本・アジア文化コースや人文・ヨーロッパ文化コースで実施されて

いるコース内における卒論発表会を各コースで導入することは大いに検討の余地があると思

われる。 

今後、学科の特性をより活かすために、教育効果測定システムそのものを検証する仕組み

の工夫が必要であろう。 

 

(4)卒業生の進路状況 

[現状の説明] 

本学科の卒業生の大半（過去 5 年の平均は 81%）は、就職をすることを望んでおり、その

ほとんどが実際に就職している（内定率は過去 5 年間で 95%）。就職を望まなかった学生の

中のほぼ半数は留学や大学院への進学などの進路を選択しており（全学のデータ）、残りは

試験準備や家事手伝いと思われる。 

その就職先は多様であるが、大半は民間企業であり、およそ 3/4 が金融関係、航空・ホテ

ル等が 1 割程度を占め、他に製造業、IT 関係、商社など幅広い業種に就職している。 

本学科では「精神保健福祉士国家試験受験資格」を取得し、国家試験に合格したものは例

年数名福祉施設などで勤務している。 

なお、学科での大学院等への進学者数は、過去 5 年で毎年 6～10 名程度である。 
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[点検・評価］ 

総合文化学科の卒業生は、その大半が就職、進学などを選択し、キャリアの蓄積を継続し

ている。総体として、社会で活躍する自律した女性を育てるという本学の目標が実現されて

いると考えることができる。 

就職志向・率の高さの直接の原因としては、(1)企業が本学に対してよいイメージを持って

いること（かつての卒業生が社会や企業で活躍していることなどのため、企業関係者が神戸

女学院生に高い期待を持っている）、(2)就職志向の強い学生が入学すること（就職率が高い

大学であるという認識が社会的に確立しているため、就職志向の強い学生が入学すると思わ

れる）、(3)教育の結果、就職力を育てていることがあげられよう。 

特に教育効果に関わる(3)について補足すれば、総合文化学科の学生の就職先は、金融関係

（一般職及び総合職）やサービス業など多岐にわたるが、おおむね高度な専門性というより

も、コミュニケーション力、基礎的な学力、判断力など一般的な力を求められる業種が多く、

こうした側面において評価が高いと思われる。これは、教員との対話を重視した少人数教育

の成果であると考えられる。他で検討されているので、詳しくは触れないが、本学科では 2003

年度より 1 年次から 4 年次まで基本的には常に専任教員の指導するゼミに属し、学生相互及

び教員とのコミュニケーションを密に行いながら指導する教育課程が機能している。他にも、

本学科の多様な授業を柔軟に選択できるシステムが、学生の動機付けを高め、基礎的な教養

の強化につながっていることも考えられる。 

 

[改善方策］ 

現時点では高い就職志向・率を持つ本学科だが、社会状況の変化に対応するためにも、今

後も学生の就職力や動機付けを高めるための教育が欠かせない。このために本学では 2007

年度より副専攻制を全学的に導入し、就職に向けての動機付けおよび能力を高める努力を強

化している。今後は、副専攻制度の実施状況、評価を行い、改善していくべきと考えられる。 

 

 

2 厳密な成績評価の仕組み 

(1)履修科目登録の上限設定とその運用の適切性 

[現状の説明］ 

総合文化学科では、2006 年度より学期（前期、後期）ごとに学生が履修登録できる単位数

の上限を 30 単位、2007 年度より 26 単位としている。年間で最大 60 単位まで取得可能にな

っている。教職資格や日本語教員資格に必要な単位には、卒業に必要な単位とみなされない

ものもあり、原則的にはこうした単位も含めて制限の範囲内にする必要があるが、卒業に必

要な総単位数が 124 単位以上であるから、それを考慮しても十分に大きな上限である。また、

AA が「学習計画書」と「時間割」にもとづいて履修科目数を減らすように指導する場合もあ

る。 
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[点検・評価］ 

上限設定と AA による履修指導によって、学生が極端に多すぎる科目を履修したりすること

は避けられるようになっている。 

しかし、大部分の学生が 3 年次までに「専攻ゼミ(Ⅱ)」4 単位と「卒業論文」4 単位以外の

必要単位を取得しているのが現状である（2007 年度前期のデータによると 4 年次生の受講科

目の平均は 12 単位、10 単位がもっとも多く、78 パーセントが 14 単位以下である）。 

学生は、4 年次の就職活動の負担の重さおよび最終学年で必要単位を取れないリスクを回

避するためになるべく早めに必要単位を取得しているものと思われる。優れた卒業研究を行

うために必要な時間を考えたときに、こうした単位の取得戦略も 1 つの方法ではあろう。し

かし、実際は学生が卒論研究に費やす時間やエネルギーにはばらつきがある。 

ただ、これをもたらしているのは、科目数の上限であるというよりもむしろ「多くの単位

が比較的容易にとれてしまう」現状にあると考えるべきである。2007 年度には登録数の上限

を 26 単位に下げたが、1 年次生には全く影響はなく、2、3 年次生の 2 割ほどにしか影響は与

えないと見込まれる。多くの学生に影響を与えるほどに上限を下げると、過去の病欠、留学、

教職課程のための単位などやむを得ない理由で多くの単位を集中的に取らなくてはならない

学生への救済措置も考慮しなくてはならない。 

 

[改善方策］ 

科目数の上限については、GPA と取得可能な単位数をリンクさせることにより、成績優秀

者のみが単位を多く取得できるような仕組みの導入などが必要と考えられる。取得可能な単

位数と GPA とのリンクについては今後、教務管理のコンピューターシステムの機能の検討と

ともに考慮したい。 

また成績評価、授業のあり方に工夫を行い、単位取得のために実質必要な時間を増大させ、

学生がより充実した学びを経験できる方法を工夫すべきである。 

 

(2)成績評価法、成績評価基準の適切性 

[現状の説明］ 

現状では、成績評価法・評価基準は各担当教員に任されている状態である。多くのクラス

で期末テストやレポート（小論文）などによって成績が決められる。加えて、演習や実習科

目などを中心に、授業や実習中の態度や取り組み、授業参加状況、コメントシートなど、い

わゆる平常点が加味され、その比重が高くなる科目もある。これらの配分は、各担当教員の

責任のもとで行われる。成績は 100 点満点で示され、60 点以上が合格点である。また、卒業

論文に関して本学科では口頭試問を実施しておらず、担当教員の評価がそのまま卒業論文の

評価となる。 

ちなみに、このような成績評価の方法については、学期開始前にウェブ上のシラバスであ

る Blackboard 上に明記し（p.85 参照）、学生に周知している。また、2003 年以降に導入さ

れている GPA 制度についても現在では入学時のオリエンテーションによって学生に周知され

ている。 
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[点検・評価］ 

個別の科目においては、各担当教員の判断でもあり、特に問題はない。ただし、卒業論文

における口頭試問なしの評価は、テーマや内容による評価基準のバラツキが生じる恐れがあ

り、学生の学力低下とも相まって、今後の論文の質の低下が危惧される。また、GPA につい

ても、導入されてから数年を経ており、その扱いの妥当性について、一度検討しなければな

らない。 

 

[改善方策］ 

学生の学力が低下し、また大学への入学が容易になってきている中、学生や卒業生の質の

維持は急務である。そのためにも、学科として、明示的で厳格な成績評価法・評価基準を統

一的に示す。また、卒業論文の質の低下に歯止めをかけるためにも、口頭試問制度の確立を

検討する。 

 

(3)厳格な成績評価を行う仕組みの導入状況 

[現状の説明］ 

現在、総合文化学科には、成績評価についての基準は存在しておらず、すべて個別の教員

に任されている。個別の教員の実践を導く指針がないため、体系的なモニタリングも行われ

ていない。 

 

[点検・評価］ 

総合文化学科の授業は、社会科学から文学まで背景となる学問分野は多様である。授業も

実習型、講義型、ゼミ型など多様な形式をとっており、画一的な成績評価の手法を採用する

ことは不可能である。 

しかし、指針が存在しないと、実態のモニタリングやそれについての意見交換も困難であ

る。また、専任教員間では教授会や FD の場での意見交換により、漠然としたものであっても

共通認識が生み出されているが、兼任教員についてはこれも当てはまらない。 

このことが、「簡単に多くの単位を取ることができる」科目を生み出していることにもつ

ながっていると思われる。 

 

[改善方策］ 

今後、授業の形態（ゼミ、実習、講義）や分野に応じた大まかな指針を作成する。こうし

た指針を元に教員間の共通認識をより明確なものとしていく。 

 

(4)各年次及び卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性 

[現状の説明］ 

既述のとおり総合文化学科では、各学期において全学生が 10～20 名の規模のゼミに所属す

るというシステムを導入している。とくに、1、2 年次においては基礎的なアカデミック・ス
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キルを身につけることを目標として、各年次におけるガイドラインが設定されている。また、

学期の始めに学科共通の「学習計画書」を書くことを学生に義務づけており、前学期の反省

および該当学期の目標を書き、それを AA がチェックするといったシステムが導入されている。

夏休み、春休みの長期休暇には、課題図書によるレポート作成が義務づけられている。さら

に、外国語科目（英語）においては、1、2 年次は IP-TOEIC などの統一試験を全学生が受験

する機会が設けられている。 

3、4 年次は専門のゼミに所属し、4 年次に卒業論文の執筆が義務づけられている。 

 

[点検・評価］ 

とくに、1、2 年次において少人数方式のゼミが設けられ、ガイドラインが設定されている

ことは評価に値するものと思われる。また、この時期においては、共通の学習計画書、レポ

ート課題、英語試験などを通して比較的、一定の基準で質を測定する機会が設けられている。

ただし、それ以外の面では各教員による指導の温度差があることも確かであり、その点にお

いては統一した方式で学生の質を検証・確保することが難しい。 

また、3、4 年次になると、個々の専門分野に分かれるためゼミの独自性が強まり、さらに、

統一した質の検証が難しくなることが問題点である。 

 

[改善方策］ 

とくに高学年時（および卒業時）の質の検証するシステムの導入が急務である。さまざま

な専門分野を有することが本学科の特色であるが、その一方で、学科としての統一した質を

客観的に測ることは、学生にとっても到達目標が明確化できることでもあるので、今後、何

らかの形でそれを提示する必要がある。 

 

 

3 教育改善への組織的な取組み 

(1)学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための措置とその有効性 

[現状の説明] 

学生の学修の活性化のための措置としては以下のことが行われている。(1)新入生ガイダン

ス、新入生歓迎会、フレッシュマンキャンプの実施、(2)シラバス、全学共通の『ハンドブッ

ク』、ならびに総合文化学科独自のハンドブック『総文でいかに学ぶか』の作成、配付、(3)

各学期始めに学生が提出する「学習計画書」と「時間割」に基づく AA による学修アドバイス、

(4)オフィスアワー制度の実施、(5)優秀卒業論文集『岡田山論集』の発行と学生への配布、

(6)学科が編集する叢書『神戸女学院大学総文叢書』の刊行と学生への配布。 

教員の教育指導方法の改善を促進するための措置としては次のことが行われている。(1)

学生による授業評価アンケートの実施と、授業内での担当教員による学生へのフィードバッ

ク（アンケート結果の報告と、寄せられた意見への教員の回答、学生との意見交換など）、

(2)毎年、春と秋に教員研修会を行い、教育上の問題点の掘り起こし、改善策の議論、教員の

意識向上、意見交換などを図っている、(3)2005 年度より学内に「教育開発センター」が新
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設され、上記の研修会などにおいて主導的な役割を果たしている。なお、かつて実施されて

いた「授業公開」制度については現時点では中断したままとなっている。 

 

[点検・評価］ 

入学式直後に実施される新入生歓迎会は、専任教員 1 名に対して 10 名程度の新入生が割り

振られ、昼食を共にしながら自己紹介、大学での学びについての意見交換、質疑応答などを

行うものである。学生がいち早く大学になじみ、大学生活を気持ちよくスタートさせるのに

役立っている。同様にフレッシュマンキャンプは 4 月から 5 月にかけて、新入生約 30～35

名に対して専任教員 2 名が担当して、大学セミナー・ハウスに宿泊して、学生間の親睦、教

員との意見交換などを図るものである。これは 1 年次必修の「基礎ゼミ」2 クラスが合同で

行っている。総合文化学科 1 年次の学修のコアとなるべき「基礎ゼミ」のクラスの一体感の

醸成と学修の活性化に有効である。新入生向けのオリエンテーション的な行事は充実してい

ると言えるだろう。 

各ゼミから推薦された卒論を佳作論文とし、4 つのコースから各コース 2 つの論文を選定

して優秀論文として、優秀論文は全文、佳作論文は要約を掲載する『岡田山論集』が刊行さ

れ、毎年全学年の学生に配布されている。これから卒論を書こうという学生へのよい刺激と

なると期待される。学科独自の叢書の発行も、学生になじみのある専任教員が執筆したもの、

あるいは先輩学生が執筆したものが中心であり、そうした文献を読むことは学修に対する刺

激になると評価される。シラバス、AA、オフィスアワーについては別の項に記述する。 

授業公開制度は 2001 年度と 2002 年度に実施されたが、積極的な関心を寄せた教員は少な

く、授業を公開する教員も、参観する教員もごく一部に限られ、全学的にも学科的にも低調

であった。そのためこの制度は中断されたままとなっている。また、学科内で不定期に行わ

れていた教員による授業事例報告も現在は中断されたままである。2004 年度には学科主催の

シンポジウム「新しい教養教育を求めて」が開催され、それを受けて総合文化学科叢書とし

て『教養教育は進化する』が刊行された。その後、同種の取り組みはなされていない。授業

評価アンケート、教員研修会については別の項に記述する（pp.80-83 参照）。 

 

[改善方策］ 

2004 年度の『自己点検・評価報告書』では次のような指摘、提言がなされていた。(1)2

年次以上の学生の学修を活性化するための行事を導入する、(2)学科内でのエッセイコンテス

ト、優秀小論文の表彰などの実施する（p.91）。また、2000 年度の『自己点検・評価報告書』

では、(3)「奨学金を拡充する」と提言されていたが(p.106)、学科独自の奨学金は導入され

ていない。これらの点については学科内に多様な意見が存在するが、教授会で議論する必要

はあるだろう。 

2004 年度の『自己点検・評価報告書』における以下のような指摘（p.91）を今回も繰り返

す必要がある。(1)授業公開週間のような教員が他の教員に授業を公開する制度の継続的な実

施、(2)学科として授業事例報告の定期的な実施、(3)教育に関連したシンポジウムのさらな

る開催や教育関連の叢書の刊行。 
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4 授業形態と授業方法の関係 

(1)授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性 

[現状の説明] 

授業形態としては、科目の内容・目的に応じて講義、ゼミ、演習、実習と分かたれている。

講義科目は、教員の判断で人数制限をしているものとそうでないものとがあり、一部には受

講学生が 200 名を超す大人数の科目も存在する。受講希望学生が多数の場合はクラスを分散

するなどの措置が講じられることもある。学科の核ともいえる各学年のゼミであるが、1 年

次の基礎ゼミ、2 年次の文献ゼミは 20 名程度までの少人数で双方向的な授業ができるように

工夫してある。専攻ゼミは 12 名まで（担当教員の判断で 16 名まで可）としており、教員や

他の学生との緊密な意見交換などが可能である。 

授業方法は多様であるが、比較的少人数の授業が多い本学科では、一方通行的な講義だけ

というものは少なく、クイズ、コメントシートの提出、学生による発表、グループ･ディスカ

ッションなど、何らかの形で学生が授業に積極的に参加しなければ成立しないような授業方

法を採用していることが多い。 

 

[点検・評価］ 

一部に大人数の科目･クラスも存在する。内容によっては、多くの学生に効率的に知識・技

能を伝達する必要もあろうから、一概に悪いとは言えない。人数制限をしないと目的を達成

しにくいような科目については、あらかじめ明確な人数制限を提示するか、クラスを分割す

るなどの措置を講ずるべきであろう。基礎ゼミ、文献ゼミは 20 名程度の少人数クラスで学生

の授業参加の面で成果を上げているが、同時間帯で行われているために教室の不足の問題が

生じ、ゼミにふさわしい教室を手配できない状況である。 

上述したように、一方通行的に断片化された知識を伝達したり、教員の考え方をただ述べ

たりするような授業は少ない。多くの授業で、学生との双方向的なやり取りの中から、学生

が自ら考え、自ら学び、他の学生や教員と意見交換をする姿勢が養われるように工夫されて

いる。他大学と比較して、この点は大いに評価できるだろう。 

 

[改善方策］ 

授業を双方向的で創造的なものにするための努力を継続する必要がある。教員によって意

識、能力には自ずと違いがあるが、個別教員の努力や能力次第として放置するべきではない。

授業方法などについての情報、意見交換の場を設けて、教員集団として全体の教育水準の向

上をめざすべきである。 

クラスの大きさについては、一定の基準を設け、大人数でもよいもの、中程度の人数制限

(30 名から 80 名)をするべきもの、ゼミなど少人数に限るもの(20 名程度以下)と明確にする

べきである。極端に大人数の科目が生じている原因として、学生が他の学生の動向に左右さ

れて科目を選択していることも考えられる。より有効な履修指導と、学科全体として学生の

主体性を高める教育を考える必要があろう。基礎ゼミ、文献ゼミの一律 20 名程度という人数
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は確かに比較的少人数であるが、｢ゼミ｣と呼ぶに値するだけの少人数であろうか。教室手配

の問題とも関連するが、再検討の余地はあろう。 

双方向的な授業が有効であるためには、学生が授業に積極的に参加することが必要である。

学生の学習への動機づけを高め、隠された能力をいかに発揮させるか。FD センターや教育開

発センターの実施する様々な活動への積極的な参加と、学科単位での情報・意見交換が活発

になることが望まれる。 
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音楽学部 音楽学科 
 

リベラル・アーツ＆サイエンス教育の一端を担う音楽学科は、小規模（1 学年 50 余名）

ながら大規模校にも劣らぬ教育課程を他学科の協力のもとに有しており、特に本学科生に

対しては概ね良好な教育内容・教育方法がとられていると考える。ただ、開設 2 年を経過

した舞踊専攻に関しては、完成年度までにより適切な教育内容・方法の確立を目指してい

く。また、他学科に対してはリベラル・アーツ＆サイエンス教育の観点からも、現在より

多くの音楽学科の科目を開放科目として設定できるよう可能性を探る。 

 

 

 

A 教育課程等 
1 学部・学科等の教育課程 

(1)学部・学科等の教育課程と各学部・学科等の理念・目的並びに学校教育法第 52 条、大学設置

基準第 19 条との関連  

[現状の説明］ 

本学部本学科の教育課程とその理念・目的は学校教育法第 52 条、大学設置基準第 19 条の

趣旨に合致している。 

「知的、道徳的及び応用的能力を展開させる(学校教育法第 52 条)」は、本学の理念である

リベラル･アーツ教育がめざすところで、主として全学共通科目によって支えられている。 

音楽学科の教育課程では、その理念に基づいて音楽の技能の向上、幅広い知識の修得によ

ってさらに深い研究を可能とし、音楽を通じて「豊かな人間性を涵養する(大学設置基準第

19 条)」教育課程が編成されている。 

 

［点検・評価］ 

小規模な学科ながら、豊富な教育内容が確保されているが、履修者数の少ない科目も多く、

授業の活性化を妨げている側面もある。 

 

［改善方策］ 

科目数の問題は、今後も慎重に学科教授会で検討が必要とされ、賢明な判断が求められる。 

そのために、学科教授会などでは十分な審議時間を費やしている。 

 

(2)学部・学科等の理念・目的や教育目標との対応関係における、学士課程としてのカリキュラムの

体系性  

［現状の説明］ 

2006 年度の舞踊専攻開設、2007 年度の作曲専攻のミュージック･クリエィション専攻への

改組によって、学科の教育課程はさらに複雑化することから、科目構成体系の見直しが行わ



れた。2006 年度よりすべての音楽専門教育科目を 5 つの科目群に分け、各科目の運営責任部

署を定め、さらにそれをすべての専攻（器楽、声楽、ミュージック･クリエィション、舞踊の

各専攻）別に明記している。このことにより、各科目の位置付けが明らかになり、学科の教

育理念・教育目的がより明確に理解されるようになった。 

 

［点検・評価］ 

科目の再編成と責任部署の明確化は履修ガイダンスなどの際に明らかな効果があり、音楽

学科の教育課程に対する理解は深まった。『学修便覧』、開講科目表には専攻ごとに明解な

記述がなされるようになったが、学科科目の全体的な把握には以前より注意が必要となって

いる。 

 

［改善方策］ 

学科執行部、各部会、教務委員を軸に、教育課程の充実と運営のための提案が行われ、体

系化の見直しもそこで行われる。舞踊専攻およびミュージック･クリエィション専攻の完成年

度までには、学科科目の全体的な把握を促進することも含めて再検討を行う。 

 

(3)教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ 

［現状の説明］ 

音楽学科の基礎教育においては実技能力、ソルフェージュ能力、音楽理論の理解度の個人

差が顕著であるが、実技指導はマンツーマンで対応し、ソルフェージュや和声学などでは能

力別(理解度別)クラス編成を行い、授業効果を高めている。倫理性をつちかう教育課程は、

一般共通科目に委ねられており、学科としては設定していない。 

 

［点検・評価］および［改善方策］ 

学生の資質・能力に対応する授業設定を検討する制度は学科内で伝統的に定着しており、

適切な対応を可能としている。 

 

(4)「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・

目的、学問の体系性並びに学校教育法第 52 条との適合性 

［現状の説明］ 

小規模の音楽学科ではあるが、教育課程においては、充実した「専攻に係る専門の学芸」

のための科目が配置されている。マンツーマンを主とする主専攻実技科目群、本学科の特徴

のひとつである充実した副科実技科目群、アンサンブル能力の育成を念頭においた科目群、

興味に応じて履修する選択必修科目群、多様なその他の音楽専門教育科目群の 5 群に分かれ

ている。 

本学科の特徴として、卒業年次に必修科目として課している「ソロリサイタル」があり、

学内において学科学生全員が 40 分程度のプログラムで演奏会(公開)を行う。また卒業演奏・

卒業公演も全員に課し、公開の場で発表する機会が確保されている。また 2006 年度では主専
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攻以外の実技に特に優れた技量を有する学生のために第 2 主専攻実技の制度が導入され、

2007 年度に 1 名の履修 (作曲 Second MajorⅠ)が決定している。 

 

［点検評価］ 

学部・学科の理念・目的、各専攻の教育内容を配慮し、科目を適切に配置するための討議

が重ねられている。「専攻に係る専門の学芸」の科目は質･量ともに充実しており、それらを

通じて自主的に自己を高める能力の育成を目指している。 

 

［改善方策］ 

学年により、専攻や専攻楽器の学生数や資質が異なり、それらに適切に対応できる、整合

性のある制度の確立を目指している。現在進行中の制度改革(科目の体系化、舞踊専攻、ミュ

ージック･クリエィション専攻改組)の状況を見極めながらの制度の整備が不可欠であり、活

発な論議が交わされている。 

 

(5)一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養および総合的な判断力を培い、豊かな人

間性を涵養」するための配慮の適切性 

［現状の説明］［点検・評価］および［改善方策］ 

豊富で多彩な教養科目が配置されており、他学科専門教育科目の積極的履修がある。本学

の理念であるリベラル･アーツ教育の実践がみられる。音楽学科としての記述は特にない。 

 

(6)外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展に

適切に対応するため、外国語能力の育成」のための措置とその適切性 

［現状の説明］ 

音楽学部における独自の外国語科目はない。英語 3 科目 6 単位と独･仏･伊からの 1 ヵ国語

2 科目 4 単位、計 10 単位を必修として課している。さらに選択科目として各言語の上級科目

や LL、その他の語学の履修が可能。さらに英文学科の授業や TOEICや TOEFLの資格準備授業、

通訳プログラムの授業も選択することができる。充実した外国語科目群は、理念である国際

理解の教育の一翼を担っている。またギリシャ語、ラテン語はリベラル･アーツとキリスト教

主義教育の理念を反映している。 

 

［点検・評価］および［改善方策］ 

全学的に履修者の少ないイタリア語を廃止する意見が一部にあるが、音楽学部としては必

要不可欠な科目と考える。声楽専攻の学生の為に発音や表現力を念頭においた授業内容や担

当者設定が一部で実現している。今後ともこの方針は維持したい。 
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(7)教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業

科目・外国語科目等の量的配分とその適切性、妥当性  

［現状の説明］ 

音楽学部は卒業必要単位である 124 単位の取得方法として、共通科目 34 単位（うち外国語

科目 10 単位）、音楽専門教育科目 80 単位、自由選択科目 10 単位を取得する制度を確立して

いる（表 3-1 参照）。自由選択科目では共通科目、専門教育科目のいずれから取得しても良

いとしている。 

 

［点検評価］ 

この制度の骨子は 1995 年に確立され、音楽学科はほとんど変更を必要としていない。科目

の量的配分は適切と思われる。各人の興味、進路などに対応が可能であり、本学や学部・学

科の理念・目的にも沿っている。 

 

［改善方策］ 

舞踊専攻が開設され、作曲専攻がミュージック･クリエィション専攻へ改組されたが、取得

単位の単位数の量的配分の数値が適切であるかどうかは慎重に見極めて教育課程の検討がな

されている。しかし常に学生の履修状況に注目し、数値設定の適切性を判断していく。 

 

(8)基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実施状況 

［現状の説明］［点検・評価］および［改善方策］ 

音楽学科においては 2006 年度からは学科開設科目の各々について、その授業運営の責任部

署を明確にし、学生に周知させる方法をとっている。これにより各音楽専門教育科目の責任

体制が明確となった。 

 

 

2 カリキュラムにおける高・大の連携 

(1)学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況 

[現状の説明］、［評価・点検］および［改善方策］ 

芸術という分野を専門性とする音楽学部・学科では、個々の入学者がそれぞれの専攻にお

ける専門性ある技術・技量を入学以前から追求し続けており、本学科への入学が確定してか

らもその保持に常時努めているので、導入教育の必要性を特に認識しておらず、従ってこれ

に該当するカリキュラム上の措置はない。 
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3 履修科目の区分 

(1)カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、妥当性 

[現状の説明］ 

音楽学科学生の場合、共通科目で取得すべき 34 単位のうち科目を特定しているのは英語 3

科目 6 単位、体育 1 科目 2 単位、キリスト教学 1 科目 4 単位の計 5 科目 12 単位で、残り 22

単位は各科目群の中から選択して指定された単位を取得することになっている(選択必修)。 

音楽専門教育科目では各専攻、各専攻楽器により、必修科目が特定されている。その単位

数は器楽専攻で 64～72 単位、声楽専攻は 64 単位、作曲専攻は 70 単位、舞踊専攻は 59 単位

となっている。したがって、必修科目の単位数は、器楽専攻で 76～84 単位、声楽専攻で 76

単位、作曲専攻で 82 単位、舞踊専攻で 71 単位となり、卒業に必要な単位数に占めるその割

合は、それぞれ 61.3～67.1%、61.3%、66.1%、57.3%である（表 3-3 参照）。 

音楽専門教育科目から 80 単位の単位取得が義務付けられており、専門科目の選択科目の履

修により充足する。他に自由選択科目があるが、すべて選択科目である。 

 

［点検・評価］ 

科目が特定されている必修科目の単位数は、71～84 単位で、40～53 単位は科目を選択して

取得する。選択すべき科目群には、小規模大学ながら豊富な科目が配置され、履修上の問題

はない。適正な構成で、適正に運営されている。 

 

［改善方策］ 

科目数が過剰な傾向が指摘されており、適正規模の確保のためには科目数を削減すべきと

いう論議があり、2008 年度以降、教務委員会主導で科目の削減が予定されている。 

必修単位の数値は常に見直されており、飛び級制度、早期卒業制度の導入を見据えた検討

も始まっている。さらに多様な学生を受け容れる方針が全学的にあり、必修科目は今後減少

する傾向になろう。 

 

 

4 授業形態と単位の関係 

(1)各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方法

の妥当性 

［現状の説明］ 

各授業科目の特徴・内容や履修形態と、単位数との関係は正常に設定されている（表 3-19

参照）。 

 

［点検・評価］および［改善方策］ 

単位数設定を含む授業科目設定は常に見直される体制が整っている。 
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 表3-19　授業形態による時間数と単位数の関係

講義･演習 15～30時間 1単位 1単位 2単位 2単位
実験･実習･実技 30～45時間 1/2単位 1/2単位 1単位 1単位

2時間
半期

3時間
通年

　例外：卒業演奏または卒業作品、卒業公演、ソロリサイタル等の卒業年次計画外授業、マンツーマンによる
個人指導（レッスン）科目

　＊講義･演習：15～30時間で1単位、実験・実習・実技：30～45時間で1単位

　ただし卒業論文、音楽学科の個人指導による実技についてはこの限りではない。

1単位に
必要な時間数

1/2時間
通年

1時間
半期

1時間
通年

 

 

 

 

 

 

 

5 開設授業科目における専・兼比率等 

(1)全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 

[現状の説明] 

2007 年度の場合、科目数は 85 科目を数え、専任教員が担当するに割合は 45.5％である（大

学基礎データ表 3）。そのうち、必修科目は 4 科目で、専任教員の担当する割合は 57.1％で

ある。学科内の専攻が多岐にわたり、学科学生全員に課している共通の必修科目が少ないこ

とから、必修科目の数は少なく、選択必修、選択の科目数が多い。 

 

［点検・評価］ 

本学科の専任教員の責任担当コマ数は授業形態によって異なるが、5～6 コマである。しか

し音楽学科では多くの専任教員が大学院科目も担当しており、担当コマ数が 10 コマを越える

者もいる。授業内容が多岐にわたることからも兼任教員への依存は必要で、妥当であるとい

える。 

 

［改善方策］ 

本学科では少人数の専任教員で運営されているが、ほとんどゆとりがない。専任教員の負

担を少し下げるためにも、兼任教員依存率を少し高めることも必要であろう。専任退職者の

補充が予定されていない 2008 年度以降は、その数値がやや高まる見通しである。 

 

(2)兼任教員等の教育課程への関与の状況 

［現状の説明］ 

数値は前項を参照されたい。 

音楽学科では多くの科目を兼任の教員に依存しているが、意見交換、情報交換の場が確保

されており、専任教員と兼任教員に教育への共通の認識が育まれ、兼任教員の積極的な教育

への参加がある。 

 

［点検・評価］ 

音楽学科では専門が多岐にわたり、多くの科目で兼任の教員に依存しているが、本学や本

学科の理念や教育方針の理解を深めるために、専任教員と兼任教員の交流の場の確保を常に

重視している。新年度授業開始直前には新年度集会、前期終了時には懇親会がひらかれ、活
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発な意見交換、情報交換が行われる。後期授業開始直前には実技担当教員が一同に会し、ま

た、音楽学部、大学音楽研究科主催の数多くの演奏会等への教員の積極的な参加がある。さ

らに一部の演奏試験などは公開とし、互いの授業成果を検証できるシステムの構築がある。 

 

［改善方策］ 

兼任教員等の教育課程への関与のための連絡、連携については、これまで円滑に進められ

てきたと考えられる。 

 

 

B 教育方法等 
1 教育効果の測定 

(1)教育上の効果を測定するための方法の適切性  

［現状の説明］ 

以前は合格点を 60 点に設定してある科目（大半の音楽学部専門教育科目）や 70 点（主専

攻実技科目）に設定してある科目があったが、すべての音楽専門教育科目で GPA に整合する

採点方法に移行するとともに、実技系、演習系の成績評価において、模範解答などの提示は

できないが、可能な限りの講評を個別に行っている。主観的要素が評価に反映する実技科目

においては、少人数クラスの利点を生かし、個別の実技成長過程を見守りながらの複数教員

による採点評価システムを導入しており、各の試験においても年次ごとの課題曲を設定し、

学生の成長を見守っている。 

 

［点検・評価］ 

音楽学部の専門教育科目においては、学生の知識に関する科目や能力に関する科目など

様々な形態があり、その効果を測定するにも様々な方法がある、試験に於いても実技試験や

ペーパーテストなどが混在しているために、成績評価方法をある程度統一化することによっ

て、教育効果が客観的に見えるようになったことは評価できると考える。実技科目の課題曲

設定にしても、以前より度重なる改訂が行われており、本学音楽実技教育の指針が反映され

ていると考える。 

 

［改善方策］ 

音楽学部内部では、充実した教育が行われているという自負があり、とりたてて問題点を

感じないが、教科内容や形態が様々な音楽学部専門教育科目において、それぞれの教科内で

は長年の試行錯誤などから、その教科の伝統的な教育方法が生まれてきている。しかし、あ

まりに専門色が強く、音楽以外の立場から見た教育効果がどこまで明確にできるかという問

題が今後発生してくるのではないか。これは、将来発生する可能性のある問題として念頭に

入れておきたい。 
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(2)教育効果や目標達成度及びそれらの測定方法に対する教員間の合意の確立状況  

［現状の説明］ 

音楽学部においては、年度始めの教員集会（専任、兼任教員全員）を学部独自に実施し、

全体集会および専攻実技ごとの部会を開いている。これにより、毎年の各部会の方針、試験

の採点基準や課題の問題点などについて討議し、専攻実技ごとに入学時から卒業時までの試

験課題曲の内規を作成、各学年次での教育目標などの合意を求めている。 

また、楽典、ソルフェージュなどの教科においては、各クラスの授業進度や内容の統一を

図るために、教員間でのミーティングを逐次行っている。 

 

［点検・評価］ 

個別指導を原則とする専攻実技科目においては、授業形態上兼任教員の数も多いが、上記

の部会や試験当日の話し合いなどで教員間コミュニケーションを密にしており、学部内の授

業においては教育効果や目標達成度及び測定方法についての合意がなされている。舞踊専攻

においては 2007 年度の段階では、1、2 年次生各 1 クラスであり、複数担当者の授業の進め

方など密に話し合えるなど、小規模の学科の長所である。 

 

［改善方策］ 

授業効果、目標達成に関して細かい問題が発生しても、即時話し合える小回りの効く環境

が、問題解決へのメリットであり、随時話し合う様にしている。 

 

(3)教育効果を測定するシステム全体の機能的有効性を検証する仕組みの導入状況  

[現状の説明]  

専攻実技の試験では、試験場の都合もありそのすべてではないが、学生に公開されており

学生自身が自らの教育効果を他と比較して実感できる環境を作っている。また、成績優秀者

にはオータムコンサートや新人演奏会への出演、また全員出演出来る卒業演奏会においての

一部の出演順を成績順にするなど、それぞれの教科での教育効果を 1 つに集約して評価する

システムが出来上がっている。そしてこれらの運営にあたっては、科別教授会においての成

績によるノミネートが行われている。2006 年度に開設された舞踊専攻においては、完成年度

へ向けて、これらの演奏会についての扱いを検討する必要があろう。 

 

［点検・評価］ 

音楽学部学生にとってもっとも重要な主専攻実技科目の評価を学科全体で見守っている現

在のシステムは、少人数教育のゆえにこそ実現できるものである。そこには創立以来の寺子

屋的な師弟の密な環境が現在まで残っており、評価できる。ただ、そのような暖かい雰囲気

が若干学生に甘えを持たせることも希にあり、問題点として考えられる。 

 

［改善方策］ 

上述の甘えに対しては、指導教員がマンツーマンで励ましながら、良い意味での競争環境
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を作っていくことが必要である。 

 

(4)卒業生の進路状況  

［現状の説明］ 

音楽学部の卒業生の進路は、本学大学院への進学者が例年 7～8 名、他大学大学院（2006

年度は大阪教育大、兵庫教育大へ）への進学者が若干名。海外留学者若干名などの他、一般

企業への就職者、学校、音楽教室や自宅での指導者という内訳となる。2006 年度の就職希望

者は卒業生の訳半数であり、就職率は 91％。進学者は 8 名であった。 

 

［点検・評価］ 

近年本学大学院への進学希望者が減少しているが、留学生、音楽教室や自宅での指導者な

どは実数が掴みにくいのが現状である。これは学科の特殊性もありやむを得ないことであろ

う。しかし、留学や、指導者としての就職に関しては、実技担当教員が直接関与しているこ

とが音楽の場合多く、決して進路状況が悪いわけではないのだが、学校としての統計に反映

されにくい。 

 

［改善方策］ 

卒業生からの情報収集を積極的にしなければ、この統計上の問題は解決されない。実質的

な卒業生の進路についての問題点は、有形無形両方あってしかるべきと考えるので、統計上

の問題以外はそれほどないと考える。むしろ、卒業生の進路に関して担当教員の関与が多い

現状をみれば、充実していると言えるかも知れない。 

 

 

2 厳密な成績評価の仕組み 

(1)履修科目登録の上限設定とその運用の適切性  

［現状の説明］ 

早期卒業制度・飛び級の導入には、履修科目登録の上限が適切に設定されていることが必

要なことから、2005 年度から音楽学科では、履修科目登録の上限の設定を検討した。その後

音楽学科では、早期卒業制度・飛び級制度の導入は見送られたが、履修科目登録の上限の設

定は、学生の健全な履修に必要とされ、検討が続けられた。学生に計画的履修を推進させ、

場当たり的な履修を回避させること、意欲的な学生の履修を妨げないこと、早期卒業制度・

飛び級制度の導入の際にも有効な制度であること、病気や留学、家庭の事情などで一時的に

単位の取得が十分でない場合も回復できる可能性を考慮することなどを念頭において、次の

ように設定された。この制度は、2006 年度以降の入学生に対して適用されている。 

(1)通年で 46 単位。 

(2)教職など、資格に関する科目の単位は上限値に含まない。 

(3)卒業年次のソロリサイタル、卒業演奏・卒業作品・卒業公演の単位は上限値に含まない。 

(4)編入学生は除く。 
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(5)累積 GPA3.0 以上の者は通年 54 単位まで登録可能。 

他学科では半期ごとにその数値を定めているが、音楽学科では通年科目が多く、また専攻、

楽器によって、前期または後期に科目の偏りがあることから、通年で制限している。 

 

 

［点検・評価］ 

登録ガイダンスなどで、その趣旨を述べ、指導を徹底したこともあり、2006 年度に制限値

を超えて登録した学生はいなかった。現時点では数値は適切であったと思われる。 

 

［改善方策］ 

制度が開始されたばかりであり評価の段階にないが、今後、学生の履修状況を分析し、よ

り適正な数値設定を行うべきである。 

 

(2)成績評価法、成績評価基準の適切性  

[現状の説明]  

専攻実技科目においては、各年次において課題曲を設定し（学科内に常時掲示している）、

それらの演奏内容について該授業の担当者（数名～10 数名）で演奏を聞いて 100 点満点の成

績を付け、その平均を持って成績としている。また、他の専門教育科目においては、それぞ

れの授業形態に合わせた試験を実施し、複数クラスのある授業に於いても、その平等性を重

視した成績評価を行っている。そして実際の評価基準については、各担当教員に当該試験の

最高点、最低点、平均点などが資料として配付されているが、素点については現状では各担

当者に公開されていない。 

 

［点検・評価］ 

試験においては指導が個人指導となるので、各学年の演奏すべき曲を内規として定め、な

るべく多くの採点者によって客観的な成績評価を与えられるように工夫されていることは、

こういった実技科目では当然の成績評価法であろう。また、各専攻の評価は前述のオータム

コンサート、卒業演奏会、新人演奏会などに反映されるために、専攻ごとの評価に差が出な

い様、科別教授会等で議論されているが、専攻学生が著しく少ない専攻においては、客観的

な評価基準が難しいこともある。素点を公開しない事に関しては従来議論があり、公開する

ことの採点への心理的影響など、その是非は解決の難しい問題として認識されている。しか

し、成績評価が厳格であるか否かという問題については、まったく問題がないと考える。 

 

［改善方策］ 

各実技担当部会などで、点数（成績評価）についての具体的方法については、課題曲設定

なども含めて今後も議論を行う。 
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(3)厳格な成績評価を行う仕組みの導入状況  

［現状の説明] 

専攻実技科目においては、演奏を採点するという主観的な評価を行うため、それを客観的

な成績評価にするための工夫がなされている。採点者個人の素点は事務によって非公表の中

で計算され、平均された後に成績として公開されるようにしたり、採点者の数によっては素

点の上下をカットして平均を求めたりする計算方法もとっている。担当教員に成績分布を公

開して、採点者の採点基準を考える材料とすることなども、厳格な成績評価を行うための努

力として考えている。 

 

［点検・評価］ 

全項目にも記述したとおり採点に関しては、その評価基準など常に議論が行われているこ

とに関して評価できる。そして、実際の点数計算など事務的にしっかりとした管理下に置か

れており、素点非公開などに関しても保守性が保たれている。 

 

［改善方策］ 

成績評価に関しては、成績上位者のノミネートなどに際しても、名前を伏せるなど過敏な

ほどの厳格な管理をしていると考えるので、むしろ厳格過ぎることが逆に情報公開の面で足

枷になっているのかも知れないので、継続して最善の方法を随時科別教授会などで議論すべ

きである。 

 

(4)各年次及び卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性 

[現状の説明] 

専攻実技科目の試験の課題曲内規には、当該学年で身につけるべき課題が設定されている。

ピアノ専攻においては、1 年次でバロック、古典、2 年次ではジャンルを設定した課題曲、3

年次前期ではソナタ全曲、また前期後期のいずれかでは現代曲を求め、4 年次になると 40 分

以内のソロリサイタルでの演奏といった設定がなされている。これによって各年次、卒業時

に身につけるべき演奏能力を求めている。 

 

［点検・評価］ 

近年、学生の質が下がり、まれに課題を消化して行くのに多大な苦労をする学生もいる。

今のところ何とか克服し、全員達成感を持って卒業していると考えるが、達成度は年々平均

が下がってきている。 

 

［改善方策］ 

担当教員は、昔ながらの音楽に対する情熱と水準を維持したいという気持ちを崩したくな

いために、質の下がった学生には過重な部分もあろう。双方のバランスを入学試験の課題曲

なども含めて、時代に対応すべき時期に来ている。ただ、本学の現状では、質を下げず教育

によって質の下がった学生を一定水準に引き上げる努力を惜しまない覚悟が必要である。 
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3 教育改善への組織的な取組み 

(1)学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための措置とその有効性 

[現状の説明] 

音楽学部では年間数回の公開レッスンや公開講座を行っている。公開レッスンの受講者は

公募によって決定しており、ほぼ全員出席するリサイタル（という教科）の時間に行われ、

学生の学修の活性化に貢献している。教員もそれらに参加し、専攻実技の指導方法には大い

に刺激を受けている。また、毎年ピアノの客員教授を海外より招き（2006、2007 年度はロシ

アのザガツキン教授）、学部学生から受講者を募集していることも音楽学部の大きな活性素

材となっている。声楽専攻が履修するオペラの授業には助演のオペラ要員、オーケストラに

は、足りない楽器の為のオーケストラ要員、合唱などの伴奏要員、舞踊専攻においては、舞

踊の伴奏者など様々な要員の雇用も活性化の要因となっている。 

 

［点検・評価］ 

大学側は、学生の教育に熱意をもって様々な公開レッスンや、客員教授の制度などを積極

的に企画するのであるが、近年公開レッスンの受講者を公募しても、意欲的に受講しようと

いう学生が減ってきている事は、残念であり、担当教員に積極的に受講するよう指導しても

らっている。本学の教員は質の良い教育をという自負が強いのであるが、これも時代のせい

か、学生の学習意欲との間に温度差を感じる。 

 

［改善方策］ 

教員側の熱意と学生側のニーズを、随時話し合っていく。学生の食わず嫌いを何とか改善

していく方策を学生サイドに立って考えることも、従来からの伝統的な音楽教育という偏っ

た教育法だけに固執しないような柔軟な姿勢が求められる時代に来ている。 

 

 

4 授業形態と授業方法の関係 

(1)授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性 

［現状の説明］ 

音楽学部では、和声、ソルフェージュや対位法と言った科目では能力別クラス編成をし、

少人数クラスの密な教育をし、専攻実技（主専攻、副専攻）では個人レッスンを行っている。 

 

［点検・評価］ 

これらの授業形態は、各教科において、必要な伝統的なものであり、ひとくくりに出来な

い多様な授業形態があり、それぞれが妥当だと考える。 
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